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長野県治水・利水ダム等検討委員会 第２回駒沢川部会議事録 

 

日  時  平成１４年１１月８日（金） 午前１０時から午後３時５０分まで 

場  所  辰野町役場 講堂 

出 席 者  藤原部会長以下１３名（松島委員、宮澤委員、矢ヶ崎特別委員 欠席） 

 

開 会 

○田中治水・利水検討室長 

それでは定刻となりましたので、只今から長野県治水・利水ダム等検討委員会第２回駒沢川部

会を開会いたします。開会にあたりまして、藤原部会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

○藤原部会長 

今日は雨のところ大変だと思いますけれども、雪にならなかったのがせめてものだと思ってお

ります。皆様方お忙しいところをご出席いただきましてありがとうございました。これから第２

回の駒沢川部会の開会を行いますので、よろしくお願いします。 

前回の部会におきましては、駒沢川の概要等について、幹事の方から説明があって質疑を行い

ました。また、部会審議の五原則、それから資料関係の確認など済ませまして、その後この地域

の水道水源とかダム計画予定地等を現地調査をした訳です。今日は、これから各ワーキンググル

ープの報告を受けます。また、前回の流域概要の説明と、それから現地調査の結果を踏まえて、

皆様のご意見をいただいて、流域の論点整理を行っていきたいというふうに思っておりますので、

忌憚のないご意見を承りたいというふうに思っております。 

尚、本日欠席の宮澤委員、それから矢ヶ崎委員から欠席届が出ております。ご当人から私の方

へ出ておりますが、正確を期するというために一応読み上げますのでお聞きいただきたいと思い

ます。宮澤委員からですが、「前略、１１月８日の部会は名古屋出張のため、失礼させていただき

ます。また、前回の部会で特別委員さんから県議の欠席についてのご指摘があったとのことです

が、私ども部会審議を重要に考えておりますが、公務出張等、町長さんと同じくやりくりが付か

ないことはお許しください。部会は地元の特別委員の意見が何より重要ではないかと思っており

ます。私ども検討委員会の委員は別に意見を述べることが出来ますので、私は財政の立場で部会

の委員となっております。皆さんの論議が煮詰まってきた段階では、財政ワーキンググループの

意見を添えて出席させていただく予定でおります。」幾度も現地を視察しておりますのでという括

弧書きがあります。「議事録は必ず拝読しておりますので部会の意見はしっかり把握させていただ

いております。あくまでも、住民の安心・安全と満足いける自由かつ熱意溢れる論議がなされる

ことをお祈りしております。」ということです。宮澤さんは非常にお忙しいという立場と、前回下

諏訪ダムのことで砥川部会の部会長をなさって、精力的に部会の意見をとりまとめなさったこと

も存じ上げておりますし、黒沢川部会でも同じ委員として参加していまして、非常に真剣に部会

のことについて皆様方の意見をお聞きするということをしております。ただ、ここにも書いてあ

りますけれども、検討委員会の場でも、いろいろと意見を言っていただくということがあります

ので、出来るだけ部会には出ていただきたいとは思いますが、そういうことで公務のためには欠
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席をすることもあるということを皆さん方のご了解をいただきたいと思います。それから矢ヶ崎

委員からですが、「私は下記の理由により、本日の部会に出席できませんのでお届けいたします。

上伊那郡内組織の町村会、広域連合正、副連合長会、市町村合併市長勉強会、郡町村職員研修総

会が終日行われるため出席出来ません。上記予定について郡内市町村合議のもと、９月中に予定

が組まれ、各首長が出席して成立するものであり欠席することは出来ません。また、職員研修会

についても席上、当町より１９名の職員が自治功労表彰されるものであり、町長としての出席は

不可欠であります」ということで本日の欠席届が出ております。地元の組首長さんがお出になる

ということは、論議のためにも必要だと思いますので、出来るだけこの部会の日程については首

長さんの出席が出来るような、そういうことを考えて日程調整を致しますのでこれからは出来る

だけこういうような町長の欠席ということはないような日程にしようと思っておりますが、本日

はそういうような状況で矢ヶ崎委員が出席できないということもご了承いただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

本日も一応５時までということで、限られた時間で会議を行う訳ですので、出来るだけ議事進

行につきましてご協力いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○田中治水・利水検討室長 

どうもありがとうございました。 

それでは、事務局の方から浜委員の辞任についてご報告をいたします。先月、１０月３１日に

浜委員は議員辞職願を県議会議長に提出し、同日付けで許可されました。また、同じ日ですが、

当検討委員会の辞任願を知事に提出し、知事はこれを受理しました。これで、当駒沢川部会の委

員１７名でスタートいたしましたけれども、１６名ということでございます。それで本日の部会

の成立ですけれども、１６名中１３名の出席をいただいておりますので、本部会は成立いたしま

した。それから、議事に入る前に資料の確認ということで、お手元に資料一覧がいっているかと

思います。それで既に多くは事前にお配りしてありますが、本日お配りしたのは、資料７－２、

それから資料１２、これは差し替えでお願いをしたいと思います。それから資料１３ということ

でございます。尚、資料２－２というのは既にお配りしてありますが、今日議論の中でいろいろ

必要ということで再度、論点の関係ですけどお配りしてありますのでご確認をお願いしたいと思

います。よろしいでしょうか。はい、それでは部会長、議事の進行の方お願いしたいと思います。 

 

議 事 

○藤原部会長 

ではこれから議事に入りますけれども、本日の議事録署名人については、高橋委員と牛丸委員

の二人にお願いしようと思いますのでよろしくお願いします。 

次に議事の１のワーキンググループの報告ということになります。ワーキンググループの報告

ですが、基本高水についての報告は松岡委員が基本高水のワーキンググループの委員なんですが、

今日午後から審議が大詰めになっている郷士沢川の方に出席をするというので、最初にお願いし

たいと思います。よろしくどうぞ。 
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○松岡委員 

それでは準備の方よろしくお願いします。 

おはようございます。基本高水ワーキンググループの松岡です。 

では、ここの駒沢川の基本高水の設定までの流れを簡単にご説明申し上げたいと思います。河

川課の方でスライドを作っていただきましたので、これに基づいて進めさせていただきます。 

まずここに書いてございますけど、基本高水流量、川の治水対策を計画する際に定める最大の

洪水流量というふうに書いてありますが、洪水というと皆さんは大体、川から溢れて家の方に水

が流れてきてしまう状態をイメージされると思いますけれども、要するに平常の流量よりも降雨

などによって、ずーっと段々水位が高くなってきて、溢れなくてもどんどん水位が高くなって流

量が大きくなって、また元に戻っていくと、そういうような状況を洪水と言いますか、河川工学

では出水というような言い方もしておりますが、そんなところです。まあダムを造るにせよ造ら

ないにせよ、あるいは川の断面をどのくらいの大きさにするかということで、設計をしなければ

なりませんので、その設計の元となる流量をまず求めなければなりません。それについてどう求

めていくかとそういうふうなように考えていただければよろしいかと思います。 

戦前は過去最大の洪水流量、これは既往最大主義と言っておりましたが、これまで一番水が出

て被害が出たのはいつの時だったか、そのときに川の水位はここまできた、あるいは溢れてです

ね、ここら辺まで水に浸かったと。そういうのを基にしてやるのを既往最大主義と言いますが、

そうすると例えばある支川は２００年に一回くらいのやつのときが既往最大で、ある支川は５０

年に一回１００年に一回と。で本川の方は建設省の直轄になっていて、それも河川の重要度だと

か、事業形態だとかそういうことで、１００年に一回だと。支川の方が２００年に一回で本川の

方が１００年に一回だと、当然のことながら２００年に一回で流れてきたのを１００年に一回で

計算しておけば、こっちの方が溢れることになりますよね。全体のバランスなんかも取ったり、

あるいはその隣の流域とかいろんなことを考えまして、何年に一回の洪水、戦後と書いてありま

すがこれ３３年ころからでしたっけ。詳しい３年か５年か３０年丁度かというのはちょっとはっ

きり記憶していませんが、そのあたりで何年に一回の洪水、要するに洪水と言いますか、基本的

にはその降った雨が何年に一回の規模の雨だったかとそういうものに基づいて、じゃあその内ど

れだけ出ているかというようなことであると。それは確率主義、簡単に言いますと、既往最大主

義から確率主義の方へ移ってきたと。それで全体的なバランスを取りながら計画をしていくと。

そういうふうな考え方に変わってきました。洪水防御計画の目標、いわゆる治水安全度を決定と。

治水安全度というと、安全か危険かとそういうニュアンスになりますが、これは今の５０年に一

回の雨に対応する、あるいはその出水に対応するか、１００年に一回にするか８０年に一回にす

るか、あるいはここのように３０年に一回にするかと。それを一応治水安全度という言葉で言っ

ております。で、この流出解析という括弧の中にですね、計画降雨からハイドログラフを設定と

いうふうに書いてありますが、こうした生活貯水池あるいは大きなダム、洪水調節用のそういう

貯水池なりダムなりを使う場合にはこのハイドログラフというのが必要になってきます。どの段

階でどれだけ調節するかというのが必要になってきます。そうしたものを使わずに、河道主義と

いう言葉で言われていた時代もありますけれども、河道だけで要するにその３０年に一回なら３

０年に一回の雨に対してその出水を河道だけで流せるというような、河道だけで流せる河道にし
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ようというのであれば、ハイドログラフは別に必要ありません。これはラショナル式と言います

か、合理式というようなやり方ですね。降った雨の何十％かが出てくる。それをじゃあ流せるか

どうかと。ここの計画した断面でですね。流せなかったらじゃあ堤防を高くするとか、あるいは

引いて川幅を広げるとかいろんなやり方がある訳ですけれども、そういうやり方もございます。

そういうやり方をする場合には別にハイドログラフはなくてもですね、ラショナル式だけでパッ

とそこの地点の最大流量だけ出しておいて、それに対応していけば良いということになります。

でここのようにあるいは今対象になっている７流域ですか、そういうところのように洪水調節の

貯水池、ダムと言いますか、そういうものを使ってやるということになるとこのハイドログラフ、

後で出て参りますけれども、そいつが必要になると思います。次お願いします。 

これはハイドログラフと言います。要するに左側、これちょっと単位が取れていますけれども

というのは。あっ結構ですが、ｍ3／ｓという、こちらに例えば雨量、右側が雨量、こちらが左側

が流量になっております。左側は下から上へですね。ここがゼロで。ここが４００ｍ3／ｓという

ことになりますね。この上にある棒みたいなのが、これはハイエトグラフと言いまして、横軸、

同じく時間ですね。これ一つの目盛りがこれ多分１時間になっていると思いますが、この場合１

時間に１本づつ何㎜降ったかというのを観測したのを時系列的に並べてあると。こういう雨が降

ると、こういう出水になりますよというのが一目でわかるようにこれを、ハイドロハイエトグラ

フというふうに言っています。こっちがハイエトでこっちがハイドロだということです。これ流

量 Q、目で見ても流量わかりませんけれども、まあ皆さんが川の側に立っていて、ああ段々水位

が高くなってきて、流れも速くなってきたというようなのとこれがほぼ対応していると思ってい

ただいて結構です。まあ厳密に言うと、何が一番最初に最大値来るかというのもあるんですけれ

ども、こういうことでずーっと水位が上がってきてピークになって、「おっこれでもうピーク過ぎ

たら段々水が減り始めてよかったよかったとこれで災害もなかったと」いうことになるようなそ

ういうものと対応しております。次お願いします。あっ今ピークって何か矢印出てきましたね、

すいません。何だこの矢印はという話。結局このハイドログラフを求めるということは、今まで

例えば今までの川であれば、これ今１００ｍ3／ｓこれは一般的な話であってここの川の話では多

分ないと思いますけれども、今まではこれまでの断面で、例えば１００ｍ3／ｓ流すことができた

と。川でね。でそこへ何十年に一回か、例えば１００年に一度の雨が降ってそれに対する流量が

出てきたと。そうすると今までの断面だとここの今、線から上の部分は溢れちゃうと。そこの部

分をどうするかと。この溢れる部分をじゃあ流域全体で個々に少しづつ持ってこれだけの量です

よね、何とかするか、それとも堤防を今度は高くしてここのピーク流量というふうに書いてあり

ますが、この流量が流れる所まで川の断面積を大きくするかと。その川の断面積を大きくするに

は河床の掘削という方法もありますし、堤防を引堤と言ってですね、川の幅をうんと広げる方法

もありますし、堤防を高くすると、嵩上げという方法もあります。そうすると用地がたくさんバ

ーッと帯状に潰れるので、じゃあこの部分をもう潰す用地はないという話になったらここの部分

をどっかで何とか溜めておかなければダメだとそういう発想がその貯水槽の方式になる訳ですよ

ね。次お願いします。 

基本高水流量を決定する流れと、１から７までございます。ここで最後にこの基本高水流量が

決定されてじゃあその基本高水流量を河道で全部持つか、あるいは貯水池でこれだけ持って、残
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りの部分は河道で持てるような河道に直していくかとそういう設のを基の数値がここで決まる訳

ですけれども、７つの段階がありますので。これは言葉は覚えてもしょうがないんですが、これ

一つづつ今じゃあ最初から、まずは計画規模の決定と。計画規模を決定するにあたっては、その

地域の人口とか、あるいは資産価値とかですね、土地利用形態とか、面積だけ大きくても山ばっ

かりだったら多少は計画規模・安全度と言いますかね、そんなに力むことはないだろうと。流域

面積は同じくらいでもそこのところはみんな住宅地なり工業・商業の集積が大きくて、一回出水

しますと何百億という損害が出るという話になればですね、何百億も損害が出るんであったら、

じゃあ何億くらいかけてやれば、損害が出ないで済むんであれば、総体的にと言いますか、結果

的には大損しなくて済むと、そういうような感じのことが基になって、この計画規模というのは

先程も言いましたように、何十年に一度の雨に対応する、あるいは災害に対応するか、そういう

のを一応計画規模というふうに言っております。ですからそこの土地がどんな土地かと、この重

要度などは判断するということになる訳です。はい、次お願いします。あっここ計画規模の決定

ですね。今言ったようなことですね。洪水防御計画規模は河川の重要度、流域の状況と書いてあ

りますが、現況とか、概況とかそういうことだと思います。想定される被害、何もしなければ１

００年に一度の雨が降ったらこういう被害が想定されるけれども、それに対する対応策をいくら

いくらかけてやればこの被害は起こらないで済む訳だから、差し引きいくらの儲け、儲けにはな

りませんけれども、まあ予防になると。そんなようなことだというふうに理解していただければ

よろしいかと思います。これ過去の災害等も考慮して決定するというのは、例えばこの伊那谷で

すと３６災害が非常にインパクトとしては大きいんですけれども、じゃあ３６災害でやるかとい

う話になりますと、それだと既往最大みたいな話になると。確率主義だと、あんな酷い災害を受

けているのにあれを除いておいてやるのかという話にもなる可能性はある訳ですけれども、まあ

こういういろいろな状況を考慮して決めると。計画規模をですね。先程も言いましたよね。川の

上・下流本川でバランスが取れていないとですね、支川で２００年に一度で、本川で３０年に一

度だとえらいことになると。そういうようなことのないようにバランスが保持される、それから

全国的に均衡が保たれるという、なからの線でですね、行ってもらうと。そういう感じになると

いうことです。はい。 

駒沢川の計画規模、これは細かくいっぱい書いてありますが、結果的に計画規模を３０分の１、

３０年に一度の降雨に対して、耐えられるそういうような計画規模にしようと。これは、午後参

ります、郷士沢の方も３０年に一度と、このくらいの大きさ、あるいは人口規模などからすると、

どちらかというと３０年に一度というとかなり小さいというふうに思われる方もおられるかもし

れませんが、総合的な判断から３０年に一度というふうに決定しております。はい。 

今、計画規模は３０年に一度になりました。そうすると３０年に一度の雨ってどれだけの２４

時間雨量なり、日雨量なりになるのかというのを確率統計的にですね、求めなければなりません。

ここで、水文資料、つまり雨量ですよね、の記録を収集することになります。はい。 

いろいろ書いてあります。駒沢川流域は３箇所。地図出ますかね。駒沢川流域はこれだと、ダ

ム地点はここに書いてある、ダム予定地点という事なんでしょうけれども、できるとすればと言

う話ですね。流域の大きさはこれだけだと。この流域、まあ非常に小さいんで小野・川島・奈良

井とどうしてこんな流域面積小さいのにこんな離れたところがあるのかということにもなります
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し、例えばティーセン法というようなやり方でやるとすれば、こことここの丁度中間点に垂直二

等分線を引くとすればこうなりますから、川島が関わってくる面積がないんですが、雨量データ

というものはですね、このダムなり、その流域の管理のために気象台を設けてある訳ではありま

せんので、過去何十年かの記録という話になりますと、全部連続としてここに全部あればこれだ

けで良い訳です。例えば昭和３０何年のころの記録はまだこの国交省の小野の観測所出来てませ

んから、その３０年なり５０年なり集めようということになりますとそれのデータを持っている

ところで近いところ、比較的近いところのデータも利用しないと長いデータを集められないとい

うようなこともありまして、ちょっとこういう、まあ皆さんからはちょっと遠いようなところも

ですね、登場しております。こういうところから雨量データを持ってきて、確率統計系的な解析

を行う訳です。はい。でこれが、年最大、ここに２４時間雨量と書いてありますが、これはこの

頭に多分年最大が付いております。その年の一番多い、２４時間雨量。２４時間雨量というのは、

文字通り２４時間の物差しを作っておきまして、そこに収まる雨量を言う訳です。日雨量という

のは朝の９時から翌日の９時までを日雨量ということでですね、この日雨量のデータに関しては

いろんなところで結構６０年分とか７０年分とかあるんですけれども、一時間ごとの雨量という

雨量計になったのは、そんなに昔のことではありませんので、そういうデータを完備していると

ころは限られてきます。その中の２４時間雨量というのは、雨は何時から降るかわかりませんか

ら、日雨量のときはバケツを用意しておいて、朝の９時から次の日の９時の直前に行って、バケ

ツに何㍑あったかと。で、空けてまたその日の９時から次の日の９時まで雨を集めて、何㍑入っ

ているかとそういうことで日雨量だったんですが、２４時間雨量ですからカタカタとその１時間

ごとの雨量で何㎜降ったかというのが出てきます。で２４時間の物差しを持っていって、９時～

９時ではなくて、ある時は１２時から８時までしか降らなかったかもしれないと。で途中で切れ

ていることもあると。あるいは２４時間丸々降っているんじゃなくて、１０時間くらいしか降っ

ていないことも、要するにこう１降雨として、１降雨として見た場合の２４時間で最大の雨量は

なんぼになるかというのが年に一個だけ出てきます。その年に一番大きい２４時間雨量というも

のは出てきますから、毎年毎年これを一個ずつ積み重ねていくと、３０年あれば３０個データが

出てくるとそういう話になると。それを大きい順から並べまして、統計処理をして、こういうこ

れ左側、こちら側の方が確率年になっていますね、これ１００年がここだと。１００年に一度だ

と。１００年に一度だと２００㎜位になるというような、これ１番から４０何番まであるんです

よね。先程。４２でしたっけ。４１か２ですね。まあ１か２といういい加減な言い方で申し訳無

いんですが、要するに過去４２年分のデータがあれば４２個多い雨と少ない雨で１番から４２番

まで出る、それがそれぞれの確率に対応していまして、それがリターンピリオドで何年に一度と

いうのに対応していると。そうするとこの流域ならばこの流域に降る雨の特徴というのがありま

すから、ある分布形と言うんですけれども、それがその赤い線だと思っていただければよろしい

です。理論的なやつですね。実際にプロットしてみて線を当てはめてみると。ここの線がこれが

この流域の降雨の２４時間、年最大の２４時間雨量の分布の特徴だということになる訳ですね。

その中で、３０年に一度、３０年に一度というとここになる訳ですね。で実際に得たデータから

直線を当てはめて、そこからじゃあ３０年に一度というふうに計画規模を先程決めましたから、

この計画規模だと何㎜になるかというのを見る訳です。そうすると、２４時間で１７１㎜、総雨
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量でですね。トータルで１７１㎜降るような雨が３０年に一度ということになります。一方この

駒沢流域というのは非常に流域が小さい、そうすると流域の一番最上流端で降った雨が計画地点

ですね、そこまで流出してくる。降った雨がここまで届くのに４３分ということでわかっており

ますので、そうすると１時間、先程ハイドロハイエトグラフで目盛り一つ１時間だって言いまし

たよね。柱が１時間ずつ、１時間に一本何㎜降ったかと出てくる。そうすると１時間にそのデー

タが出てくる前にもう一番上に降った雨は届いちゃう訳ですね。そうすると２４時間降っている

雨のピークがなんぼかというのが１時間以内で効きますけれども、ずっとその後の２４時間のこ

の後の十何時間みたいなものはもうピーク流量過ぎてしまえばどれだけ降っても災害にはならな

いと。いうような感じでしか効いてこない訳です。そこで、到達時間が短い最上流端から計画し

ているところのまでの到達時間が短いということは、短時間に降るまあ雷雨みたいなものもそう

ですし、１時間にどれだけ降るかというのがかなり効いちゃう訳ですよね。そういうこともあり

ましてこちらに１時間雨量というのも見ております。じゃあ今計画規模は３０年に一度だと、じ

ゃあその１時間で効いちゃうようなそういう雨の３０年に一度の強さとはどのくらいかというの

で調べようとしたのがこちらの１時間雨量の同じような図なんです。もちろんこちら側のリター

ンピリオド再現の何年に一度かと。で年最大１時間雨量ということですよね。その年の１時間雨

量で最大のものを過去、先程４２、３年挙げましたよね。それをプロットしてやると。それでじ

ゃあ３０年に一度だとなんぼになりますかと、年最大１時間雨量。それは４９㎜ですと、３０年

に一度の規模の場合はですね。この２本立てでこの地域のですね、出水に対してどういうふうに

対応していくかというのを決めていこうと。そういうふうになっています。これで計画雨量、２

４時間で１７１㎜。で、１時間だったら４９㎜ということで決まった訳です。それで、実績降雨

量の抽出というふうに書いてありますが、いかんせんやっぱり雷雨にせよ、台風にせよ前線にせ

よその降り方とか、台風なんかでも毎年毎年台風が来ているんですが、本当に規模もコースも全

く同じというのはないと言ってもいいです。ないと言ってもいいというのはここの地域について

ですね、台風がちょっとずれて通るとか、ど真ん中を通るとかですね、前線と一緒に来たとか、

刺激した前線があったとかなかったとかですね、あるいは前の日まで１週間はずっと雨が降って

いたか降っていなかったかでは出てくる水の量といものは全く違いますので、この辺のいろんな

雨のパターンを調べなければなりません。でパターンを借りてくるんですね。過去の主要な洪水

パターンを複数選定する。過去に被害が大きかった洪水とか２４時間雨量がおよそ６８㎜と書い

てあるんですが、これはなんで６８かはまた後で質問のある方は実際に解析された方へ聞いてい

ただけばわかると思います。要するに、いろんな降雨パターンがあるので、その降雨パターンに

トータルで１７１㎜になるように、３０年に一度がトータルで１７１ですから。最初にうんと降

ってずーっと少なくなっていく雨もあれば、午前中だらだら降っていて、午後段々強くなってき

たら最後の所に来てダダンと２時間くらいすごく降ったとか、いろんな降り方があります。中休

みしてまた降ったという降り方もあります。２４時間の中ではね。そういういろいろな降雨パタ

ーンを引っ張り出して、過去の９２降雨の中から選び出すことになります。これですね。計画降

雨パターンの作成。いくつ選ぶかというのを。これは引き延ばしの話を、引き延ばしというのは

先程の１７１㎜というのは３０年に一度の１７１㎜というのは総雨量で話が決まっています。で

も今言った最初に降って降らない、中休みしてまた降った、終わりの方に来てまた降ったという、
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ダラダラずーっと降っていたといろんなパターンがありますので、そういうパターンを借りてき

たいと。しかし、それはすべて１７１㎜である訳ではない訳ですよね。あるときは８０㎜くらい

のときもあるでしょうし、１２０㎜くらいのときもある。トータルにするとですね。それを１７

１になるように引き延ばしてやると。かけ算をしてやるということですね。そのやり方が、Ⅰ型・

Ⅱ型・Ⅲ型というそのやり方が基本的に大きいような流域だと一型だけでも十分だというような

ところもあるんですけれども、こういう小さい流域だと、尚かつここのところダラダラと降るよ

うな雨はたくさんありますので、なかなかこの実態に合うような引き延ばし方をしないと実態と

かけ離れたような引き延ばしをしたのでは本当に想定される災害に対して、ちゃんと対応出来に

くいということがありまして、このⅢ型を使っております。もちろん異常をというのは棄却して

います。多分これは３０年に一度でやると言う話になると、ものすごくそれを越えてしまうよう

なやつがもしかしたら棄却しているかもしれません。その辺もまた質問がありましたら実際に解

析した方へ聞いていただければわかるかと思います。で降雨パターンを選定します。これいくつ

選定しましたっけ。２１個。先程９２個ある訳ですよね。９２個の中からいろいろなパターンを

代表的に、当然過去の災害も考慮しながら雨を選定した訳です。 

今引き延ばしというふうに言いましたが、実際の雨量はこれだけだと、これ今何㎜かちょっと、

実際に降った雨１３９㎜って書いてあります。２４時間で１３９㎜。これはきっと、１９時から

１７時くらいまでしか降っていませんから、２４時間ずーっと降っていたと言うよりも、２３時

間ちょっとくらい降っていたと、２３時間くらいですか。２２、２３時間降っていたと。そうい

う雨ですけれども、これでトータルで１３９㎜ですからあと３２㎜分、１７１になるまで３２㎜

足りませんよね。ですからここのところへ例えば一型ですから全体に２４時間以内ですからこれ

全体に対して、少しずつ延ばしてやってこれが１３９～１７１になるようにこの濃い紫で書いて

ありますね。ここの部分だけ引き延ばしということを行ってやれば良い訳です。要するにこの降

雨パターンを借りてきただけですから、トータルで１７１㎜で計算しなければ３０年に一度の出

水に対する計算になりませんので、この１７１になるように１．２３倍ということで、このうん

と少ないのも１．２３倍、このうんと多いのも１．２３倍と、全部同じ倍率でこれ掛けて引き延

ばしてやって、１３９㎜を１７１㎜にして計算するとそういうことをまずこれ説明している訳で

す。 

これはⅢ型というのですね。Ⅲ型は実際に降った雨を３０年確率に引き延ばす方法の内の、こ

れ９２㎜、２４時間で９２㎜しか降っていないと。で時間雨量で１時間で２０．５㎜ですから、

例えば３０分の１で１時間の雨量で４９㎜でしたっけ。４９㎜の強さでそういう話がありますの

で、これ２４時間分だけダラダラと先程の一様な延ばし方でやるとなかなかこう実態にともわな

いことになってきますので、これはちょっと特徴のある引き延ばし方をする訳です。ですね。 

これは３０年確率に増やした雨量、トータルでは１７１にするのはこれは同じと。で、時間雨量

も先程２０．５㎜だけれども、ここの時間雨量だけ４９㎜、３０年に一度の雨がそこで降ったら

ば、１時間につきですね。１時間につき３０年に一度の強さの雨が降ったらどうなるかというこ

とで、ここの一番きついところで、１時間だけ４９㎜にすると。あとは、引き延ばしをですね、

同じ倍率でやるということにしてあります。これが三型と言われるやつです。はい。 

で過去の主要なパターン、さっき２１ですよね、２１選んだと。９０何項目の中から２１降雨
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を選んで、その中で、３０年に一度の降雨に対してですね、ちゃんと対応出来るようなやり方に

するための引き延ばし方、一型・二型・三型というのがありましたが、そういうやり方で１７１

㎜にして、解析を行うと。で、引き延ばし率は２倍程度以下と。１時間だけは先程２０．５㎜と

いうやつを４９㎜にしたやつがありますから、あれは２点何倍ありますが、基本的に全体として

は２倍程度というところでやったらいい訳です。あんまりその５倍も６倍もと言う話になると、

あり得ないんじゃないかという話になってしまいます。そうした引き延ばし方で選定してありま

す。はい。 

いよいよ流出解析ということになります。で計画云々から流出解析してハイドログラフの作成

をすると。貯留関数法という解析方法を使っております。簡単に言いますと、流域に降った雨、

１時間当たりどのくらい降るかということで、わかりますよね。ハイドログラフから。その内の

何％が出てくると。出てきた内の川を流れている量はどのくらいで、あるいは流域に溜まってい

る量はどのくらいかと。降った内の何％が溜まっていて、その内の要するに溜まっていくのと川

を流れているのが、それが降った内の何％かなと、他は染みこんでいます。そういう話になると。

簡単にいうとそういうことです。難しい式ありますけれども、はい。で、今染みこんだという話

がありますけれども、それは基本的なのは流域の保水力とか、森林の保水力とかそういうことに、

１００％ではないんですが、いろいろなことがありますので、そういうふうに頭の中で理解して

おいていただければよろしいんじゃないかと思います。 

で流出解析。これは昭和３４年８月の例で書いてありますが、先程もありましたが、これは雨

の方がハイエトグラフ、１時間で１本ずつこの柱が下がってきているというか雨量はこの場合こ

ちらから雨量になってますね。㎜になっています。で流域にそれだけ雨が降ったと。その内の先

程貯留関数法といって、関数形はちょっと書いてありませんけれども、そういう解析をすると、

この降った雨に対してそれに対応して川に出てきた量がこれだというふうな話になります。これ

が縦軸が流量で、これは m3/ｓになっているんですかね。m3/ｓになっているのかな。これｍ3 に

なっています。ああｍ3／ｓですね。体積流量、ｍ3／ｓになっています。ちょっとここは開いて

いるので何だろうという感じでしたが、ｍ3／ｓだと。そういうふうになっていますよね。で、ピ

ーク流量というのはこの一番大きな流量、ここだと５２ｍ3／ｓくらいなんですか、５０ちょっと

ですね。５０の真ん中くらいまできてますか。この辺だと３０何ｍ3／ｓと。この先程選定した雨、

トータルで１７１㎜ありますと。降り方によって出方もピークの現れ方も異なります、そういう

例ですよね。で２１降雨、今みたいにピーク流量が出てきます。ここを見て、基準点の所の基本

高水のピーク流量というところを見ていただければわかりますが、これはたまたま３４年のやつ

で、これは相当でかい被害でしたね。松本でも女鳥羽川が溢れてですね、中心市街地がものすご

い床上浸水を出しました。これ流域全体で長野県全体でも相当大きい災害になった、戦後では一

番大きいに近いくらいの災害になったやつですが、たまたまそれが一番上に出てきてますね。こ

れは３４年から平成１１年まで２１降雨につきまして、流出解析をして、ほしいのはここと言い

ますか、じゃあピーク流量はどのくらいだったかと、基準点で。これを一番大きいのから一番小

さいのまでずーっと並べると。山にしてあるとこれうんと飛び抜けているか飛び抜けてないかと

いうのはわかりますが、一番大きいのが５２で次が４３で、３９、３８というふうな感じになっ

ておりまして、一番小さいのはこれ実績雨量だから、実績だから流量をうんと少ないというとお
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かしいですね、これ。１７１になっていませんので、まあ小さくて当たり前という気もしないで

もないですけれども、そういう２１降雨に対する基準点でのピーク流量はこう出ていると。そう

するとうんと飛び抜けていると、この５２がこの全体の中でうんと飛び抜けているか飛び抜けて

いないかというのは並べてみるというか、ハイドログラフを書いてみるとある程度わかる部分も

ありますけれども、もう前期降雨があるかないかでも全然違いますので。うんと飛び抜けていな

い限り、じゃあその一番、この選んだ２１パターンの中の一番大きいやつを計画雨量、そして計

画雨量の流量ということにしようと。この５２ｍ3／ｓを何とかするというんですか。溢れない、

災害にならないようにするためにそのピーク流量をもっと下げるというような話も先程ありまし

たよね。一番最初のところでハイドログラフの説明をしたときに、ピーク流量はここだと。昔河

道主義だったときはこれだけ流せるような断面さえ作れば良かったと。どうも、そうもいかなく

なってきたということになると、この値を河道で下げて流せるようにしてやるようなことも考え

なければならないかと。あるいは河道主義でも良いんですよ。河道だけで流しても良いんですけ

れども、それではどうやってこの流量に対応できるような態制を流域で作っていくかと。そうい

うふうなところへ進んでいく訳ですね。で今、５２ｍ3／ｓというのは昭和３４年でしたっけ。３

４年８月の降雨パターンのときに３０年に一度の雨、１７１㎜だったらば、どれだけ出てくるか

ということでやったのが５２ｍ3／ｓだと。これが先程言いましたように、今どのくらい流せるか

という話と。流せないとしたらどうするかというような話の方へ行くということになると。これ

は５２ｍ3／ｓでハイドログラフはこれだと、雨パターンはこれだと。これを計画の基に据えよう

ということになった訳です。以上ですね。ちょっと早口でわかりにくかったかもしれませんが、

説明は以上です。 

 

○藤原部会長 

はい、ありがとうございました。 

今の基本高水ワーキンググループからの報告をいただいた訳ですが、続きまして利水ワーキン

ググループの方の報告をいただこうと思います。利水ワーキンググループは高橋委員がワーキン

ググループの委員なんですが、前回欠席なさいましたので、本日初めての出席ですのでこのワー

キンググループの報告をするときに、自己紹介もお願いしたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

この利水ワーキンググループの報告が終わってから、基本高水と利水についての質疑をして午

前中というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

○高橋委員 

ご紹介をいただきました安曇村議会の議長の高橋と申します。よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

第１回の部会、８日でしたけれども、欠席をいたして申し訳ないと思っておりますが、ご存知

かと思いますけれども、私の方の村でやります、乗鞍のエコーラインと言っておりますが、県道

がございますが、来年度からマイカー規制という話が今出ておりまして、その関係で村長と知事

に対して要請する事項がございまして、関係の方々と当日知事に要請をした関係で欠席をさせて
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いただきました。申し訳ないと思っております。 

それからあと、委員会の方では利水ワーキンググループの中に所属しておりますし、部会では

地元の三郷村にあります黒沢川ダムの部会長をやらさせていただいてますので、よろしくお願い

をしたいと思います。 

それでは、利水ワーキングの報告を申し上げたいと思いますけれども、資料は行っていると思

いますけれども、辰野町の計画給水人口・計画給水量についてということで、読み上げて報告に

替えたいと思いますが、まずこの調査は計画給水人口及び計画給水量について、治水・利水ダム

検討委員会の要請を受けまして、利水ワーキンググループから検討するため、第３者機関であり

ます設計コンサルタントへ委託し調査したものでございます。 

まず、委託業者でございますが、新日本設計株式会社でございます。 

調査の目的でございますけれども、辰野町小野簡易水道の将来の給水人口、それから給水量の

予測を行うために行っております。 

調査にあたっての基本方針でございますが、まず一つとして、辰野町の現況の把握。（１）と

して、社会的条件、これは人口・土地利用・下水道・産業構造・交通等でございます。（２）とい

たしまして、関連する他の計画、これは町の振興計画及び総合計画・大規模開発などでございま

す。（３）といたしまして、水道の特性、これは水需要の実績・水道普及率・水質状況等でござい

ます。 

大きな２番目としましては、水需要の予測でございます。現況の把握等に基づきまして、将来

の見通しを得るため、２０年後の平成３２年度を目標に計画人口・計画給水量を予測いたしまし

た。また、これらに関する資料については、辰野町と十分協議し、提供されたものを参考にいた

しております。 

大きな３といたしまして、認可計画と今後の調査の相違点でございますけれども、（１）で、

各実績値の傾向でございます。昭和５３年に取得した認可計画の算定基礎となった過去の実績値

は、昭和４８年から５１年度で、高度成長期も終わりインフレ期を含む期間であります。 

一方今回の調査は算定基礎に、用いている過去の実績値は、平成３年から平成１２年でバブル

期が終わり、今日の景気低迷の期間であり、社会情勢としてはほぼ同じ情勢ではないかと思われ

る。 

（２）としましては、社会的要因の傾向でございますけれども、特に大きな開発はないと見て

おります。 

以上から今回の調査結果が表になっておりますけれども、当初計画給水人口は、認可計画４,

３００に対して、今回の調査では２,１２０人、その差は２,１８０人減となっております。それ

から計画給水量でございますが、認可計画では９５５ｍ3／日でございます。今回の調査では８８

０です。これもマイナス７５ということになっています。 

私からの報告は以上でございますけれども、細かく調査した結果につきましては、コンサルタ

ントが本日来ておりますので、説明をさせますのでよろしくお願いします。以上でございます。 

 

○藤原部会長 

では、この内容について説明していただきますけれども、これ使いますか。 
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はい。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

県の食品環境水道課でございます。 

水需要予測の詳細につきましてこれから調査いたしました、新日本設計株式会社よりご説明い

たします。 

資料ですが、この資料８－２、今ご覧いただいていますが、この１２ページより同じ物をこち

らに映しまして、それでご説明いたします。 

 

○新日本設計株式会社 中沢水道部課長補佐 

只今ご紹介いただきました、新日本設計株式会社の中沢でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、辰野町小野簡易水道の水需要予測の結果につきましてご説明いたします。 

まず、小野簡易水道の人口の割合です。この円全体が辰野町全体の行政区域内の人口でござい

ます。平成２年末で２３,２４１人であります。小野簡易水道が２,６７２人で人口の割合といた

しまして、１１．５％、その他の黄色いところは辰野町の上水道及びその他の簡易水道の人口で

あります。 

まず、給水人口の予測をいたします。行政区域内人口の予測をまずいたします。ただこの簡易

水道の人口割合が少ないですので、この場合、参考という形になってきます。過去の実績から推

定いたします。それと社会的要因の検討をいたしまして、推計値と社会的要因を加えまして、行

政区域内人口という形で算定いたします。その次に給水区域内人口です。これが小野簡易水道の

給水区域内人口を予測いたします。手法は同じであります。この後給水人口の予測を算定いたし

ます。人口の予測の方法でありますが、過去の実績値から推計いたします。推計の方法として２

つの方法があります。時系列傾向分析、それと要因別分析この２つの方法であります。 

時系列傾向分析は一応トレンドと言いますけれども、単一方程式からなる傾向曲線、これが６

式あります。この６式に当てはめまして一番適している線を選びまして、トレンドとしての採用

値を算出いたします。データは過去１０年間の実績値、平成３年から平成１２年の１０年間であ

ります。 

要因別分析これは、コーホート法という方法を用います。人口変化率、婦人子供比、出生比率

で求めます。データは各５年ごとの１９９０、１９９５、２０００年の男女別年齢別の５歳づつ

の人口を基にしまして、コーホート法で求めます。 

行政区域内人口の実績値でございますが、平成１２年、２３,２４１人、やや減少傾向であり

ます。開発人口としては大きなものはありませんでしたので、推計値が予測値という形になりま

す。時系列傾向分析で推計いたしますと、２１,２００人、コーホート法では１７,９００人とい

う結果になります。それをグラフ化いたしますと、ご覧のようなグラフになります。 

続きまして小野簡易水道の給水区域内人口であります。 

ご覧のグラフが過去１０年間の実績値でございます。平成１２年度末で２,６７２人、ここも

やや減少の傾向であります。これも開発として大きなものはありませんので、推計値が予測値に



 

 13 

なります。時系列傾向分析で推計した結果は、２,１２０人という結果になります。コーホート法

では先程の行政区域内人口の推計値を基にしまして、この給水区域内人口と按分して求めます。

そうすると１,７９０人という結果になります。それをグラフ化いたしますと、ご覧のようなグラ

フになります。 

給水人口でありますけれども、現在普及率、平成１２年度末で１００％であります。従いまし

て、時系列傾向、コーホート法で分析の結果、給水区域内人口がそのまま給水人口という結果に

なります。 

続きまして給水量の予測でありますが、その手順といたしましてまず、給水量用途別に分けま

して推計いたします。 

まず、有収水量というものを求めます。生活用水量、業務・営業用水量、工場用水量、その他

用水量と４つに分けます。 

まず生活用水量ですけれども、一人一日平均使用水量がどのくらい使うかという水量を推計い

たしまして、それを妥当性を確認いたします。そこに先程の小野簡易水道の給水人口を掛けまし

て、生活用水用の水量を決定いたします。 

業務・営業用、工場用これに関しましては、やはり過去の１０年間のデータで時系列傾向分析、

それと、社会的要因を検討いたしまして、これは社会経済状況とか、地域特性これの動向から妥

当性を確認して決めます。 

その他水量はそれの要因を分析いたしまして、算出いたします。 

今、ご説明したのは有収水量で、このご覧の右側の下にあります。その有収水量をまず算定す

ることになります。それと、無収水量を加えまして、これメーター不感とかいうものであります。

で有効水量になります。それと、左側の無効水量、これは主に漏水量になります。でこれを足し

まして、一日平均給水量を求めます。これは有効率で割り返すと。有効率は一応国の方針で９０％

以上、９０％に達していないものは９０％以上を目標にしなさいということがありますので、９

０％を目標にいたします。一日平均給水量に関しましてはここに書いてありますように、１年間

の全配水量を３６５日で割った平均値でございます。一日最大給水量をこの後求めるんですけれ

ども、一日最大給水量は一年間を通じて一日で最も多く使った、お盆、正月とかそこら辺で使っ

た値であります。その割合を負荷率と言いまして、負荷率で割り返しまして一日最大給水量を求

めます。この一日最大給水量が今回求める予測水量という結果になります。 

用途別水量、先程の４つですけれども、まず生活用、説明の要因といたしましてまず水洗化水

量。水洗化率はこの簡易水道区域内、平成１２年末で７６．７％の普及率です。これは将来１０

０％になるということで予測してあります。それと節水意識、機器の普及を考慮とあります。そ

こで、水洗化水量を考慮した水量に関しまして、一人一日どのくらい使うかという水量を推計い

たします。それと、他の市町村の使用水量と比較して妥当性の検証をいたします。 

業務・営業用は過去の１０年間の実績値を時系列傾向分析するのと、それと経済社会情勢を考

慮したもので算出いたします。 

工場用水量に関しましては、大きな工場がありませんので、ほとんど業務・営業用に含まれる

と考えていただければ結構かと思います。 

その他水量に関しましては使用目的の分析は後でご説明いたします。 
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ご覧のグラフが一人一日平均使用水量であります。平成１２年末で２３１㍑／人あたり使うと

いう形になります。平成９年から増加している傾向でございます。そこから水洗化水量を考慮し

ますと、ご覧のようなグラフになります。平成９年でやや落ちていますけれども、そこからはほ

ぼ横ばいという状態です。これは水洗化水量を考慮した場合であります。水洗化水量を考慮した

水量を時系列傾向分析をいたしますと、２０４㍑という結果になります。そこに水洗化水量３５

㍑を、従来型は聞けば１７㍑、一回につき使用しますけれども、節水型は１０㍑であります。で、

一日平均最大３．５回ということでありますので３５㍑という形で決めてあります。それを先程

のと加えまして、２３９㍑／人あたり使うという形になります。東京都は２４８か２４９㍑、長

野市が将来の推計で２５０㍑使うということですので、決して大きな数字ではなく、妥当性があ

るということになります。この水量に対しまして先程の時系列傾向とコーホート法で求めた給水

人口に掛けまして、時系列傾向分析では５０７ｍ3／日、コーホート法では４２８ｍ3／日という

結果になります。それをグラフ化いたしますと、ご覧のようなグラフになります。 

続きまして業務・営業用水量の実績値のグラフであります。平成８年、９年でピークで、ここ

２、３年はやや減少ですけれども、５０から１００ｍ3／日の間で推移しております。これを時系

列傾向分析をいたしますと８８ｍ3／日で、経済社会情勢で考慮した場合は過去の最大値を採用い

たしまして、９９ｍ3／日を採用いたします。それをグラフ化いたしますと、トレンドとそれと要

因を考慮した場合で、ご覧のようなグラフになります。 

その他水量ですけれども、これは工事用の作業用水量であります。これも過去１０年間の使用

水量から推計いたしまして、これは平均値を取りまして８ｍ3／日ということで算出いたしました。

グラフ化いたしますと、このようなグラフになりまして、平成７年、８年は下水道関連で工事が

行われておりまして、このとき使われていまして、工事が終わって一旦下がっておりますけれど

も、平均を取りますと８ｍ3／日という形ですので、８ｍ3／日という形であります。これをまと

めますと、人口に関しましてはトレンドとコーホート、給水量に関しましてトレンドと社会要因

考慮の分けますと、パターンとして４つのパターンがに分けます。パターンに関しては、平成３

２年末ですけれども、一番左に書いてありますのが認可数字です。認可は昭和６２年ですからや

や古いということになっています。給水人口が４,３００人、一日最大給水量が９５５ということ

になっています。今回予測したパターン１は８６０ｍ3／日、パターン２が８８０ｍ3／日、パタ

ーン３が７５０ｍ3／日、パターン４が７７０ｍ3／日という結果になりました。これをグラフ化

いたしますと、ご覧のようなグラフで推移するという結果になりました。以上説明を終わらせて

いただきたきます。 

 

○藤原部会長 

どうもありがとうございました。 

では、今基本高水とそれから利水の２つのワーキンググループからの報告があったんですけれ

ども、これについて委員の皆さん方かの質疑応答をしたいと思いますので、遠慮無くどういうこ

とでも質問していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

どなたか。はい。 
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○神戸委員 

実は利水ワーキンググループの関係に入ると思いますけれども、実は、今説明の中では現在の

水量で小野の飲料水は間に合うかなという気がいたしますけれども、実態は多少違いまして、夏

の渇水期、あるいは農業用用水の最大利用時期にはどうしても駒沢川の水を利用できないという

ような形で、下町水源を最大限利用しているというような結果でございます。それで、最大限両

方使うときに５０％くらい下町水源５０、それから駒沢に５０くらいじゃないかと思いますけれ

ども、ただここ最近下町地下水源から、ヒ素が検出されるという問題がクローズアップされて参

りました。その第１回のあの中にもその問題は提起されましたけれども、このヒ素が現在は私た

ちまあ今害のない許容量が含有量だということになっておりますけれども、これが今までの検査

の中で、増えてきているのか、多少なりとも。あるいは減っていっているのかあるいは全く増え

も減りもしないというような傾向なのか、何回か水質検査はされていると思います。これが多少

なりとも増える傾向にあるならば、この水の量でなくて、そのヒ素の入った飲料水をこの小野の

住民に提供するということは非常に酷であると思います。その辺ちょっと検査結果について保健

所さんの方でも見られていますし、町の水道課の方からもちょっとその辺ご説明をお願いしたい

と思います。 

 

○藤原部会長 

はい、わかりました。 

今の質問で町とそれから保健所の方から説明をしていただきたいと。町の方でいかがですか。 

はい。まず町の方でヒ素の問題。お願いいたします。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

下町水源のヒ素の検出の質問でございますけれども、下町の水源につきましては現在数年同じ

ような状況という検査結果でございますので、よろしくお願いしたいと思います。というのは、

多少増えたり減ったりの前後はありますけれども、その繰り返しということでございます。 

 

○藤原部会長 

はい、これはヒ素の基準値はいくつですか。そして今どのくらいのヒ素が出ているということ

をちょっとお願いしたいんですが。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

ヒ素でありますが、平成１３年度の結果でございますが４月から３月の１年間の結果ですが、

０．００２㎜ｇ／㍑から０．００６㎜ｇ／㍑だということで推移しております。基準につきまし

ては、０．０１㎜ｇ／㍑で厚生省の基準はそうであります。 

 

○藤原部会長 

はい、わかりました。 
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そうすると基準値は０．０１ですね。それでそれに対して０．００２から０．００６というヒ

素が検出されているということなんですね。保健所の方からこのことについて健康上の問題もあ

ると思いますので、ご説明いただきたいんですが。 

 

○伊那保健所 前沢環境衛生課長 

基準が０．０１ということで、基準を決める際には諸々の安全率等を勘案してそうした基準と

いうのが決まっておりまして、それを最大でも下回っているという状況ですので、一応現在のと

ころ影響と言えばですね、そういうものは無いかと思うんですが、ただ先程のご質問の通り、い

ろんな変動と言いますか、そういうものが今後どうなるのかということは一応ちょっとわからな

いんですけれども、町の方から１３年度の説明がございましたけれども、私の手元にこれも町か

らいただいたデータなんですが、平成１２年度の結果もちょっとございますもので、ご紹介させ

ていただきますと、平均値では１１年度が０．００４で、その年の最大が０．００５。１２年度

の平均は同じく０．００４、最大が０．００７。１３年度、先程平均値はちょっとご紹介なかっ

たんですが、平均がやはり０．００４、最大が０．００６ということで、３年間見まして町のお

話にもありましたように、大きな変動というものは無いかと思うんですが。ただ基準値に割と近

い数値ということは言えると思います。 

 

○藤原部会長 

はい、わかりました。 

いかがですか。今の質問について何か補足質問はありますか。 

はい。 

 

○神戸委員 

今のヒ素の件ですけれども、このヒ素は鉱脈の関係で出ているのか、あるいは工場雑排水とい

うか排水の関係で出ているのか、その辺をもしわかればちょっとお聞きしたいという訳です。鉱

脈の関係で出ているのであったらなかなかこれはヒ素は抑える訳にはいかないと思うけれども、

工場排水とか、あるいはその他汚水の関係で出ているなら、防げる面もあると思いますけれども。

その辺ちょっとわかったらご説明をお願いしたいと思います。 

 

○藤原部会長 

はい、わかりました。 

要するにここでヒ素が検出される原因というものは何なのかということだと思うんですが、町

の方ではどういうふうに見ているんでしょうか。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

町の方ではちょっと原因についてはよくわかっておりませんけれども、人為的ではないような

気もしております。 
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○藤原部会長 

そうすると今質問があったように鉱脈もしくは地質とかそういうことという風に見ている訳

ですね。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

自然界にあるものでございますので、その辺がまだ地学の調査はしておりませんけれども、一

応周りの工場、そのような物はないようには思っております。 

 

○藤原部会長 

はい、わかりました。 

ヒ素のことで他に何かご意見ありますか。 

はい。 

 

○小澤（雅）委員 

保健所の方にお伺いしたいと思いますが、これは基準値以内であれば永年使っても人体には影

響はないということになりますか。 

 

○伊那保健所 前沢環境衛生課長 

一応そういうことを踏まえて、逆に基準値というものが決まっているというふうに言えるかと

思います。先程も申しましたように、いろいろな何て言うんですか、動物実験とかそういうもの

からその作用量というのを決めて、それに安全率ちょっとこの場合どのくらいかけられているか

わかりませんが、通常１００分の１ぐらいの安全率というのをかけて、基準値というふうにして

いるではないかと思いますけど。 

 

○藤原部会長 

いかがですか。はい、どうぞ。 

 

○牛丸委員 

その基準値というのは例えば大人であるとか子どもとかあると思いますけれども、体重何㎏基

準とか決まっているかと思いますけれども、それはどんな感じの基準値なんですか。 

 

○藤原部会長 

お願いします。 

 

○伊那保健所 前沢環境衛生課長 

この基準値０．０１というのは水の中の濃度ですので、それはそういうことなんですけれども、

それを決める際に通常ちょっとこの辺私も詳しくわからない部分がありますが、一般的に動物実

験等で体重１㎏あたりにどのくらいの、何㎜ｇくらいで影響が出るかということを決めまして、
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それに通常大人の体重ですか、５０㎏というものを掛けて、大人であればこのくらいの量だと。

さらに当然その量だと子どもの場合もありますし、あるいは個人差もありますから、それに安全

率ということで１００分の１とかいろいろそういうような率を掛けて濃度を決めていくというよ

うな手法が取られているかと思います。ちょっとこのヒ素の場合の詳しいことはちょっとわから

なくて申し訳ございませんけれども、一般的な話としてはそういうことです。 

 

○藤原部会長 

いかがですか。 

 

○牛丸委員 

わかりました。 

一応基準は大人ということで考えている訳ですね。例えば体重の少ない子どもとかが長年それ

を取ると大人よりは害は出やすいということですね。 

 

○藤原部会長 

じゃあお願いします。町の方から。お願いします。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

これ適切な説明になるかどうかちょっとわかりませんが、とりあえずその基準というものは一

律に今のヒ素の場合０．０１㎜ｇ／㍑であれば、それ以内であれば生涯飲み続けてもとりあえず

問題ないというふうに厚生省で定められているのがこの基準なんですね。考え方といたしまして、

子どもは大人というような、確かに体のサイズも違いもありますし、若干多少差があるとは思い

ますが、とりあえずその基準値内であれば例えば塩にしましても少なければ害はないんですが、

塩にしても１５０ｇ一日に一気に取ると、死んでしまうと。そういうものがありますから、それ

以内であればとりあえず問題はないというものを基準値ということで考えております。厳密に言

いますと、子どもだから大人だからというのは大変難しい話になりますが、これすべて動物実験

というのが説明の中で決めてあるということなので、かなり安全度とも見込んでありますので、

一応生涯そういうものを飲み続けても問題はないと言われている数値となっています。 

 

○藤原部会長 

いいですか。 

ヒ素のことは非常にやはり関心があることだと思いますし、ヒ素が出ているということは被害

がゼロという訳ではない訳ですよね。１０万人あたり何人というような形での安全な基準値とい

うふうになっていますから、全くゼロということにはならないというふうに思いますので、やは

りこの問題についてもし疑問があれば今ここで出していいていただいて、調べるなり資料なりを

出すということにしたいと思いますので、もう少しこの件についてご意見があればお聞き。 

いいですかこちらで。 
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○宇治委員 

宇治ですが座ったまま失礼します。 

 

○藤原部会長 

はい、どうぞ。 

 

○宇治委員 

今せっかくそういうご意見がありましたので、希望としましては先程は量の話が非常に中心な

んですが、水の質という問題につきましては、ご説明いただけるような資料なり控えがほしいな

というように思います。 

 

○藤原部会長 

いかがですか。 

 

○原委員 

ヒ素の件ですね、先程保健所の方のご説明、厚生省の基準だとかね、例えばその動物実験や何

かをしていった場合に、ヒ素を多量にある一定の期間取っていった場合に、人体的にどういう症

状が起きてくるのかと。ここら辺がちょっと私見識がないもんですから、ヒ素の障害・病状とい

うものはどういうものが出てくるのかね、ここら辺をちょっと教えていただきたいと思うんです

よ。 

 

○藤原部会長 

はい、わかりました。 

じゃあヒ素がどのような人体障害を与えるかということの質問なんですが。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

内容はわかりましたが、今日はそういう資料を持ってきておりませんので、次回調べまして資

料として提出したいと思います。 

 

○藤原部会長 

今、ヒ素のことについては、基準値の決め方についてもちょっと質問があったと思いますし、

またそのヒ素による害がどういうような害なのかというようなことも質問がありましたので、こ

れについては追って資料を出していただくと。いうことにしたいと思います。これで大体ヒ素の

ことについてはいいでしょうか。 

ちょっとそちらの方から、委員の方からお願いします。 

 

○牛丸委員 

じゃあその資料のときにできれば水道水質検査の結果の一覧表を出していただきたいと思い
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ます。それで、ここ１年だけではなくて、何年間の人が出始める前あたりからの物を出していた

だければありがたいと思いますけれども。 

 

○藤原部会長 

これは３０何項目でしたか。水質検査をやっていますよね。そのことですか。それとも。 

 

○牛丸委員 

そうですね。４６項目あるのかな。４６項目ありますね。 

 

○藤原部会長 

４６項目ですか、４６項目。はい。 

 

○牛丸委員 

これにまあ全部というか、主にヒ素がわかれば良いですけれども、大変でしたらヒ素だけでも

構いませんけれども、一応そういう表が出ますよね、こういう水道検査表というのがありますよ

ね、だからもしこれが容易に出るのであれば出していただければありがたいですし、それがとて

も大変でっていうことであればリストの方だけでも。それが原水と上水のと両方あるんでしょう

か。検査結果は。 

 

○藤原部会長 

あっ、お願いします。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

先程の件でございますけれども、ヒ素のあの資料と同じように次回についてある資料について

整理して提出したいと思いますのでお願いしたいと思います。 

 

○藤原部会長 

はい、よろしくお願いいたします。 

 

○松岡委員 

先程安全率という話で、治水安全度というのとこちらの安全率を掛けたというのとまたちょっ

とニュアンスが違うと思うんですが、例えば動物実験なんかをやったときに、何万匹あるいは何

十万匹に何匹は死ぬあるいはこういう障害が出る、でさらにそこへ１００分の１なりなんなりを

掛けるというようなことになっているんですけれども、もう少し生体にどんな障害が出るのが何

十万匹あるいは何万匹、何千匹に一体化みたいなそういうこともわかるような、こういう実験を

やったんですよと、ヒ素に関してはこういう動物実験をやっていて、で基準値が決まっています

という、そうすると皆さん１万匹に１匹死ぬ確率なのかとか、そういうのがもうちょっとただ安

全度というのだけではなくて、良い機会だから勉強してみたら良いんではないかと思いますんで、
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それもしわかりましたらそれも付けてもらえばおもしろいというか、わかりやすいんではないか

と思います。 

 

○食品環境水道課 海谷主査 

調べてみます。もしわかりましたらじゃあ資料として出させていただきます。 

 

○藤原部会長 

ヒ素の事については資料が出てきた上で、次回にでもまたもう一回質問を受けるというような

ことで、今日はとりあえずヒ素の件については今のところで話を一応保留をするということにさ

せていただきます。 

他に何か。治水・利水について。どうぞ。それから座ったままで結構ですから、どうぞ。 

 

○根橋委員 

 根橋ですけれども、２点ほど質問をしたいと思います。最初に基本高水の件ですけれども、先

程のご説明の最後のいわゆる流出解析結果のご説明があったわけです。それで、その表を見ます

と昭和３４年８月１３日の基準点における基本高水、流量というのが今回５２ｍ３／ｓというこ

とで採択をされているのですけれども、この表を見ますと同じ３型でしかも２４時間雨量、或い

は１時間ＭＡＸというかそういうのを見ても例えば昭和４２年、或いは昭和４７年、４９年とい

うその辺の数字を見ますと、ほとんど同じような数字なのに、基準点における最大基本高水とい

うのは昭和３４年が５２ということで突出しているわけですよね。例えば昭和４７年は２２とい

うようなことになっているわけで、なぜ昭和３４年だけ５２なのでしょうか。それからもう一点

は、利水ワーキンググループの関係ですけれども、水道の事はよくわかったのですけれども農業

用水、その他の利水についてはどのような検討がされているのか、この２点をお伺い致します。 

 

○藤原部会長 

 そうすると最初の基本高水については、松岡先生お願いします。 

 

○松岡委員 

 一般的な考察と言いますか、こういうことになる可能性はありますという話から。同じ１７０

と言っても例えば昭和３４年８月１３日の降り方見ますとですね、８月１２日のあたりからだら

だらと降っておりますね。雨が８月１２日のあたりから実はちょこちょこちょこちょこ降って、

いったんやんで、またちょこちょこと降って、一番最後と言いますか８月１３日の、あ１４日の

零時頃から結構降り出してきて一回強く降って収まったけれども最後にどーんと降ったのが効い

たというそういうハイドログラフになっています。ですから前期降雨がいっぱいありますと簡単

に言いますと流域がいっぱいいっぱいの状態、染みこんでいく量がどうしても雨の降るスピード

と地中へ浸透していくスピードと言いますと、二桁くらいオーダーが違うだろうとね。そうする

ともういっぱいいっぱいの状態の所になっているところで表面に水が浮き出しているような状態

の所へどーんと降ると染み込んでいくというよりは降った雨ほとんど全部出てきてしまうという
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ような感じになるわけです。保水力が無くなっていると言えば言い過ぎですが。２ヶ月もからか

ら天気だと最初の降った雨というのは同じ時間で４９ミリとか降ってもですね、その内の１０ミ

リとか２０ミリ分は染みこんでいってしまう。だけどいっぱいいっぱいになって表面に水が浮き

出しているような状態の所へ４０ミリ降るとですね、そのまま出てくるという、わかりやすく言

うとそういうことになると思います。ですからこういう降り方のパターン、前期降雨がだーっと

あって、流域がいっぱいいっぱいになっていて最後にどーんと降るとそのどーんと降ったやつが

ほとんど全部効いてきてしまう。で先程、到達時間が４３分と言いましたっけ、そういう４３，

４分、その辺の１時間以内ですからこの時間雨量というのが、最後に来た時間雨量というのがそ

のまんまどーんときいてきて流量がですね、他の降り方よりもいっぱい増えた、大きくなったの

ではないかと、一般的にはそういう風に考えられます。そうすると最初の頃降っていて後の方た

いしたことないやつでありますと、こんな時間雨量だけがどーんと効いてきたという感じの出方

にはならないと思いますけれども。実際に解析を見ている方として、県の方ではどうでしょうか

ね。これはどちらの方が、伊那建の方がいいのかな、それとも河川課の方がいいのか。 

 

○藤原部会長 

 そこのところ、幹事会の方でご説明ください。何か補足ありますか。 

 

○河川課 北村ダム建設係長 

 今、松岡委員さんのご説明で結構だと思うのですけれども。雨が要するにだらだら降る雨、全

部トータルで２４時間で１７１ミリ降る雨と、例えば１，２時間でどーんと１７１ミリ、まあそ

ういうことはありませんけれども、先程１時間で４９ミリ、４１ミリ、４９ミリでしたかね、そ

ういうデータ、例えば４９ミリの雨が３時間も降って１７０ミリ位なったような雨と、１日で１

０ミリとか２０ミリがだらだらだらだらと降った雨というのとは出方が違うのですということな

のです、基本的には。そういうものをいろんなパターンを検証して８４から抽出して２１の雨、

実際に過去降った雨のパターンというものを計画雨量に置き換えてですね、置き換えて検証して

みると、今の解析をしたと言うことでございます。以上です。 

 

○藤原部会長 

 いいでしょうか、今ので。まず基本高水についての質問については、それでいいですか。わか

りました。では、次に何かありますか。はい補足お願いします。 

 

○松岡委員  

 浅川とか砥川の流域ではですね、解析した雨のパターンと流出のハイドログラフ、ハイドロハ

イエトグラフ、あれＡ３に全部載っていましたよね。一枚の紙で、資料で出ていましたよね。 

 

○藤原部会長 

 載っかっていました。 

 



 

 23 

○松岡委員 

 載っかっていましたね。ここも載っかかっていると、きっとああなるほど、こういうパターン

の時はそのくらいしか出ないのだというのがきっと…。載っているのですよね。配ってあります

ね。この７の１番…あれこれは雨も一緒に入っているのかな。雨は雨で別になっているからあれ

なのですが、このページで言うと何ページになるのだろう、こちらのＡ４のこの資料のですね、

基本高水流量の決定というＡ４の、それの一番後ろのページを見ていただきまして、一番後ろと

その前ですね。そのまえでに、一番最後のページの前のページ、計画降雨パターンの作成と言う

ところに降雨パターンだけ、ちょっと小さくてですね、なかなか見ずらいのですけれども、降雨

パターンが乗っていまして一番最後のページの所に流出解析しましたハイドログラフの今の絵が

ですね、載っていますので。これ一緒になっていると比較的対応つけやすいと言うかハイドロハ

イエトグラフになっていると、こういう雨のパターンでこういう出方になるかというのがわかり

ますが、これは分かれていますのでちょっと見にくいですけども。これを見て頂くと同じ１７１

ミリでもこういう降り方であるとこういう出方になるのかなというのがわかりまして、最後にど

ーんとくるような出方だと成る程でかくなるのかというのが比較的わかりやすいかなという風に

思います。 

 

○藤原部会長 

 ありがとうございました。要するにハイエトハイドログラフが一枚になっていると見やすいと

言うことなのだね。そうすると、今ので説明は、はいどうぞ。 

 

○根橋委員 

 実は今回送っていただいた中で、要望した隣に飯沼川という同じような川があるのですけれど

も。その災害のデータもいただいたところ、駒沢川と同じような災害が出ているのですよね。そ

れで小野川本流ももちろん、出ています。予想通りなのですけれども。今回これは多分ダムを造

ると言うことでこういう事を検討されたのではないかと思っているのですけれども。本来は治水

と言うことであればですね、隣の飯沼川はどうでもいいという話には絶対ならないわけで、そう

した検討というのは飯沼川、或いは小野川本流についても同じようにされているのかどうかちょ

っと確認したいのですけれども。 

 

○藤原部会長 

 この部会との関係ではちょっとなくてですけれども、質問がありましたので。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 建設事務所です。小野川と飯沼川についてはこのようなハイドログラフを使った計算はしてご

ざいません。 

 

○藤原部会長 

 はい、ということだそうです。それから、先程利水のもので、高橋さんで説明していただける
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のですか、それとも幹事会…。はい、お願い致します。 

 

○高橋委員 

 利水ワーキングでは農業用水については検討しておりません。それで先程ちょっと説明すれば

よかったのですが２５ページに表になってございますけれども、それらについて例えば農業用水

からの転換というのが対策方法としてワーキングとして検討しておりますけれども、そういった

ようなことがありまして、もし対策案でそういうような農業用水からの転換というようなここの

部会で話が出ますれば、ワーキンググループでこういう事をやりなさいと検討しなさいと言われ

ればワーキンググループで検討していきたいとこんな風に思っております。どこの河川も農業用

水については問題提起されてから検討しているという形をとっております。利水は農業用水から

ちょっとはずれてやっていますので、お願いしたいと思います。 

 

○藤原部会長 

 はい、では質問。 

 

○根橋委員 

 質問と言いますか、今回の場合駒沢の場合、農業用水から水道用水への転換というのは困難だ

と思うのですね。逆に農業用水の不足と言うことも一つの論点になってきておりますので、やっ

ぱり科学的な農業用水の需給見込みというのが無いと議論の組み立てが崩れると思っているもの

ですから、その検討をお願いしたいと思うのです。 

 

○藤原部会長 

 その事については、今そのような意見があったと言うことでご検討頂きたいと思います。他に

何か。 

  

○原委員 

 原ですけれども。基本高水の事前に配られた資料の中で流出解析資料で２１のパターンが乗っ

ていますよね。それにはハイドログラフで。これとの関係を見ていったときにですね、現実に駒

沢川流域で出来た災害とですね、このパターンとが少しよくわからない点があるのですよ。例え

ば駒沢川流域でＪＲのですね、国道橋のところが昭和５７年に災害が、洪水災害が出ている訳な

のですよ。その時の５７年の時のですね、計画降雨パターン、それから６番目の流出解析、昭和

５７年９月１２日ですか、この流出解析の方を見ていきますと最大１２ｍ３／Ｓなのですね。と

いう意味では、各年度の実績からパターンから見ますと、非常に小さい値の年度のところに９月

に、あのような洪水災害が起きるというここら辺の関係というのは何かでてまいります。河川の

状況であったかとどうかという問題も言うこともあるのですけれどもね、はい。 

 

○藤原部会長 

 これについて。 
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○松岡委員 

 実際に私自身はその災害を見ておりませんので、例えば同じ流量が流れ出してきたとしまして

もね、途中でですね、もし斜面災害があってとか或いはそれまでに河道に貯まっていた土砂とか

がたくさん運ばれてきてとか、たまたま川岸にあった木が抜けて流れてきてとかですね、いろん

なことがございますので、災害が結果的にそこでそういう災害が起こったという事がですね、即

流量の大小と雨の降り方だけではなかなかわかりませんので、きっと当時現場を見ておられた建

設事務所の方がおられるので、まずそちらの話を聞いてから、成る程そういう事かと言うことを

お答えしたいと思いますけれども。 

 

○藤原部会長 

 はい、わかりますか。幹事会の方でお願い致します。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 大変申し訳ございませんが、ここにずっといる訳じゃないものですから、なかなかいろんな人

に聞いてもわからないのですが、ただその時には何か流量の他にですね、プラスアルファの要因

があったと、例えば流木が流れてきたとか、そんなような事もお聞きしているのですが、その点

のことは定かにまだ調べていないし、また聞いてもわからないものですから、はっきりした要因

がわからないと、むしろ地元の皆さんがここに大勢委員さんでおられるから、そちらの方でもし

おわかりだったら教えて頂ければありがたいなと逆に思いますのでお願いします。 

 

○藤原部会長 

 はい、わかりました。町かもしくは委員さんの中で昭和５７年の時の洪水のことについて何か

ご記憶のある方があったらここでちょっと紹介して頂きたいのですが。どなたかありませんか。

それでは、はい。 

 

○松岡委員 

この先程も流出解析の時にご説明申し上げましたように、流域の状態がどうなっているのかと

いうことは、保水力とかそういうのも例えばパラメーターを変えてやっているのですが、昭和３

０年頃の土地利用形態って５７年の土地利用形態って全部のあれについてパラメーターを全部変

えてやっているわけでは無いのですよね、北村さん。その辺全部変えてではなくて、合うパター

ンでやってすべての雨をかぶせてやっているだけですよね。 

ですから当然の事ながら昭和３０年代と５０年代６０年代とで、どこに家が出来たとかそうい

うこともなから全体にこんなパラメーター、ＰだＫだというパラメーターがあるのですが、こん

なパラメーターでピークのあらわれる時間と山の形が再現できるのだと。１００％完全にぴった

り実績と一致するようなところまではなかなかやっぱりいろんな過程が入っていますからね、い

かないのですけれども。そういう中でやっております。 

ですから流木が、例えば山の手入れとかいろんな事がありましてですね、前回の雨の時には前



 

 26 

期降雨がなかったから崩れなかったけれども、今回の降雨の時には崩れたみたいなこともあるわ

けです。それもすべて１７１ミリより下のところで、いろんな条件で起こっていることでござい

ますね。ですからそういうことが起こらない状態の中で１７１ミリ、トータルで１７１ミリこう

いうパターン、こういうパターン、こういうパターンで降ったらどれだけの流量が出てくるかと

いう計算をしただけなので、それが即、値が災害にというところへ１対１対応は多分つかない場

合も多いと。流量だけどう流れるかというところだけしか反映されていませんので、途中でどう

いう状況があったか、土砂がどれだけ運ばれてきたか、貯まっていたかというようなことはここ

へは反映されませんのでね。実際の災害に当たっては、実際に管理されている状況によるのでは

ないかと、そういうことがございます。 

 

○藤原部会長 

どうも、ありがとうございました。基本高水と言う言葉そのものがですね、河川工学では基本

高水という風に言うのですけれども、こうすいとこうずいというのが非常に似通って間違って使

われるということで、一般的にはたかみずという風にいっているようですが、基本高水というこ

とがこれまでの浅川部会、それから下諏訪部会で非常に議論の中心になりました。 

そして各部会の検討結果を受けた検討委員会でも、この基本高水というのは非常に議論の中心

になって、大熊先生という新潟大学の河川工学の先生とそれから県の河川課の方とのいろんな議

論なんかが行われたもので、その基本高水についてはまだまだ十分議論する必要があるだろうと

いう風に思います。結果的には検討委員会としてはですね、河川課で出した基本高水、これにカ

バー率なんてものが入ってきましてカバー率１００％で出だされている基本高水の計算で、出さ

れた流量、これが浅川は４５０m3/ｓというふうになっていたのですが、それに対してカバー率を

もう少し下げるという河川砂防技術基準案に基づいた、５０％以上あればいいとそういうような

ことでカバー率を下げて３３０、毎秒３３０m3/ｓ。で、これはカバー率は８０％位になるのです

が。その位でやればダムがいらないのではないかということで、浅川部会では多数意見として３

３０m3/ｓという基本高水を取ることによって、ダム以外の選択をしたということがあります。 

そういうことで基本高水というのは、多分これからも皆さん方との間で議論になってくるので

はないか、そして今出された５２m3/ｓという基本高水が妥当なものかどうかということについて

は、やはりここで議論を深めていってもう少し余裕があるかどうかということを考える、そのた

めには総合治水という意味でですね、この問題についてご検討頂きたいという風に思っておりま

す。 

今、利水と基本高水についてのワーキンググループからの報告をいただいたわけですが、利水

については今日町長さんがおいでになっていないわけです。やはり利水の問題については町長さ

んがおいでになった方がむしろ議論も深められるという風に思いますので、次回ですね、先程資

料提供の要求もありましたのでそれも出てきた段階で、しかも町長さんがおいでになる段階でも

う一度利水の問題について皆様方からのご意見をいただきたいという風に思っておりますので、

利水のことについてはそういうことで次回の時に改めて議論を深めるという風にしていきたいと

思います。それでは、どうぞ。 
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○山本委員 

松岡委員に聞いてもわからないと思いますが、全くど素人的な考え方ですが、基本高水という

のは何かの洪水防御のために出すわけですよね。今、駒沢川というのはダムの計画があるから高

水を出して全体の流域の整備計画が出ているのですよね。私思うのですが、全河川、長野県下の

全河川の基本高水というのは県議会なんかで聞いていても全部は出ていないのですよね。先程も

いったように、飯沼川とか小野川は出て無いのですよね。一番聞きたいのは、僕は天竜川なので

すよね。駒沢川と関係ないのですが、基本高水というのは６００m3/ｓなのですよ、６００m3/ｓ。

今、改修計画をやっているのは聞くところによると、天竜川上流、国土交通省の天竜川上流工事

事務所は４００m3/ｓの計画なのですよ。これは聞くところによりますと、千曲川でもそういうあ

れになっている。それぞれの河川によって違うことは当然ですけれども、この基本高水と言うの

は全然別個であってそれぞれに出されているものですから、そこの所の整合性と言いますかね、

天竜川に合流したときに６００m3/ｓの、釜口水門で６００m3/ｓというのを流すのですよ。しか

し途中の所は４００m3/ｓの整備計画を立ててやっているわけですから、２００m3/ｓは溢れると

いうことなのですよね。県の方に聞きたいのですが、長野県下には７３８河川あるそうなのです

が、その内で基本高水が決まっている河川を教えてもらいたいと思うのですよね。どういう状況

になっているのかということをちょっとお聞きしたいのですがね。 

 

○藤原部会長 

 その事について、これは部会とちょっと関係ないことなのですが、一応参考のためにと言うこ

とで教えていだだくということにしたのですが。 

 

○河川課 小平技術専門幹兼治水係長 

 今の御質問にお答えします。長野県が管理している河川は７３８河川です。管理しておりまし

てその内改修を必要としている河川、例えば山の中では河川改修は必要ございませんので、その

改修を必要とする河川が確か５００、ちょっと数字は確かえないのですけれども、次回にしてい

ただけませんか。につきましては計画基本高水というものを持っております。ですから残りの２

００何河川には河川改修の必要が無いとという風に考えております。先程の天竜川なのですけれ

ども、今動いています天竜川の工事実施基本計画につきましては釜口水門６００m3/ｓで、当面の

対応として４００m3/ｓの河道整備を進めるということという風に直轄さんからは聞いておりま

す。いきなり６００m3/ｓまで持っていけない理由は、経済的な理由とかいろいろあると思います

けれども、ちょっと直轄さんから詳しい状況は聞いておりません。 

 

○藤原部会長 

 今のような話ですが、改修を必要とする河川では基本高水を決めているけれども、改修を必要

としない河川については基本高水というのは決まっていない。だから基本高水が決まっていない

河川はあるということですね。それでいいでしょうか。それと今の質問はちょっと部会の質問と

どういう風な関係があるのか、そこら辺の所も含めて、もし再質問があれば。 
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○山本委員 

 先程出ました飯沼川とか小野川は、そういうことだと改修計画は無いというように受け止めて

いいのですか。 

 

○藤原部会長 

 ちょっと今のあれはどうなのでしょうか。 

 

○河川課 北村ダム建設係長 

 すいません。少し誤解があるようなのですけれども、いわゆる駒沢川は貯留関数法というもの

で基本高水というのを決めております。いわゆるダムの計画がありましたものですから、先程の

松岡委員さんから説明があったように、ダムの計画をする時にはピーク流量だけではなくて   

ボリームというものをつかまないと、ダムの貯水量とかいろいろありますので、出来ないのです。

一般の川でいきますと合理式といういわゆるピークをつかむ計算がございます。そちらの方で飯

沼、小野川についてはもってやっておりまして、飯沼についても実際、ちょっと私も不確かです

けれど４０何年かの災害を受けて改修をすませていると言うことで、そういった合理式というや

り方でピークの数量を出してそれによって改修、一応改修をされているという状況にあるという

ことでございますので、お願いします。 

 

○藤原部会長 

 今の説明ですが、はい。一応それは次の時にまたお願いします。他に何か、どうぞ。 

 

○宇治委員 

 宇治ですが、先程の基本高水ですね、資料４ページでご説明いただいた計画降雨量の決定とい

う中で駒沢川の場合にですね、降り出して４３分で到達するという。この４３分という数値がで

すね、私ちょっと興味がありますけれども。せっかくなものですから地元住民にしてみますと   

霧訪山の１３００ｍから５００ｍ、一気に下って４キロくらいで変わっちゃうよという川の状態

をですね、理解する意味でも、保水量とかいろいろ条件はあると思うのですが、他の川の数値と

いうのがもし公表できるのであればお聞きしたい。なければ、類似したこの表にありますけれど

計画規模３０年と言われる黒沢川、郷士沢川ですか、こちら側との比較で、駒沢川のこの４３分

というのがどういう、本当に速いのか、いや普通だよとか、大きい川から見た時にはこうだとか、

いわゆる地形的なものも含めて知りたいので、そういうことです。 

 

○藤原部会長 

 はい、松岡先生、今日こういうのが配られたのです。今日、この資料１３の裏のところで、こ

れが配られています。 

 

○松岡委員 

まず、一般的な話をさせて頂きますとですね。結局同じ流速同じスピードだったら距離長けれ
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ば時間かかりますよね。距離が、最上流部と計画地点までの距離が長いか短いかというのが一つ

あります。それともう一つは水というのは急ならば流速が速くなりますし、緩やかならば流速は

遅くなるということになります。その最上流部から計画地点間での平均勾配、そういうものによ

っても当然長いか短いかということだけではなくて斜面が急か急でないか、急であれば速いわけ

ですから同じ距離でも平均勾配が急ならば速くつくとそういうことになりますので、一概にです

ね、郷士沢と比べて速いか遅いか、時間で郷士沢の方がちょっと４０何分よりもうちょっと長い

と思いますが、それもただ距離だけでも決まらないし、どの点に着目して平均的か平均的でない

か或いは平均的であるか無いかということがこの部会のこの基本高水についてですね、どういう

風な議論の方へ展開していくか、その辺のこともちょっと、どういう議論をするために何を知り

たい、何を問題にしたいかというのをもうちょっとわかりやすくいっていただけると、県の方も

答えようがあるのではないかと。はい、お願いします。 

 

○宇治委員 

 せっかくデータが公表されたので、参考に比較してこの規模の川ではこうなのだなという意味

で知る範囲でも結構です。それを論議にしようとは思いません。 

 

○藤原部会長 

 はい、わかりました。幹事会の方でもし補足があれば。 

 

○河川課 北村ダム建設係長 

 確かに駒沢川４３分くらいということで計算ですが、今言われたように川の長さですね、川が

形成されてからこの場合には小野川に入るまでの距離ですけれども、大体４キロちょっとくらい

です。川が長ければ当然時間はかかります。私が覚えている中で長野の浅川ですね、１４０なん

ぼ、２時間くらいだったと思いますけれども、そういった９河川の中で、９河川で今同じように

部会をやっていただいています。そういう中で資料が整っておりますので、それを次回にですね、

例えば浅川、砥川何分だったかというものをですね、資料として提出したいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

○藤原部会長 

 そういうことで次回までに資料をそろえますので、その時にまた御議論いただくと、他に何か、

はい、どうぞ。 

 

○神戸委員 

 神戸ですけれども、私５０年くらい前から駒沢川を中心に非常に釣りが好きだったから、釣り

を楽しんでまいりました。その科学的な根拠は別としても、この５０年間の釣りをしてきた中で

駒沢川の移り変わりというか河川の変遷を皆さんに聞いて頂きたいと思いますけれども。今から

５０年くらい前は、大雨が続くと駒沢川は水は出なかったわけです。大体釣りというものは雨が

降って川の水が増えると魚が非常に餌の食いがいい、或いは釣れる時期でして、大体雨がやんだ
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頃から水が増えだしたわけです。それで、そのころから川へ入れば非常に魚が釣れたと。最近は

雨がやむと同時に水も引けてしまうとこういう実態でございます。これは後からやる森林のワー

キングの中で保水力の問題とかいろいろ関係があると思いますけれども、そんな中で今ダムの予

定地よりも上にも大分大きな山女が生息しておりました。今も多少おります、まだ。そんな関係

で昔はそれほど高水ということについて一気に水が出なかったような気が致します。それが上の

森林の関係で一気に出てしまうという事で高水は最近は変わってきていると思います。その辺を

ちょっとご理解して頂きたいと思います。以上です。 

 

○藤原部会長 

 はい、それは今感想を仰ったと、質問ではありませんね。はい、わかりました。 

 

○松岡委員 

 仰るとおりだと思います。だいたい、世の中進んできますと一回災害がありますとですね、昔

江戸時代だったらほっといた、それが少し豊かになってきた、人もいっぱい住むようになってき

た、と一回災害がある、すると何とかして欲しい、何とかするお金がというか予算がある、そう

すると何とかしようとしますね。そうするとまた同じような災害を繰り返さないために、今度は

洗掘といいましてうんと掘れてしまったと、掘れてしまったために道が崩れてしまったと、次は

道が崩れると生活が大変だから川のそばの道が崩れないようにですね、そこの所掘られないよう

にコンクリートなり石なりで積むかという話になる。そうすると昔みたいにこう流れていたのを

ですね、出来るだけ車の社会になると道もこんな風になっているとあれですから出来るだけ線形

よく、川の方も圃場整備なんかに合わせて田圃が四角くなればですね、まっすぐになってきます

ね。そうすると昔はこう流れていたから同じ高さの所を曲がってこう流れてくれば長い間流れる

ことになりますから時間がかかりますね。それを今度は機械化してそれから車に便利なようにす

るために田圃を四角にしてそれから道も直線化する、そうすると水路も直線化しますね。昔こう

やって流れていたのがすっと流れていってしまうわけですから、距離が極端に言えば３分の２と

か半分になってしまった。そうするとその分だけ時間速くなりますね。これで昔は石や草でごつ

ごつしていたり、木が生えていたりしてこんなになっていたところがコンクリートになりますか

ら、専門用語で言うと粗度係数が小さくなるわけです。粗度係数が小さくなると同じ断面でも流

速が速くなります。そうすると短くなったのと流速が速くなったのと２倍できいてきますから、

昔はゆっくり出てきたのにですね、今は降ったらさっと出てくるじゃないかと仰るとおりの現象

が社会の進み方、開発の状況と全く符合して実感されておられると。同じ事がですね、昔はこう

ゆっくり出てきたと、今のハイドログラフはぐっときていっぱい出てくるようになったと。流出

の早期化ということと流出量の増大、その２つが今は起こって、それだからどうするかという話

になっているとそういう風にご理解して頂ければよろしいのではないかと。 

 

○藤原部会長 

 今の話とそれから午後森林の保水力の話の時に、またいろいろ地元の方に教えていただきたい

なと思っているところもありますので、その時にお願い致します。他に何か、ではどうぞ、お願
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い致します。 

 

○河川課 市川主任 

 河川課でございます。先程、洪水到達時間、他の河川の洪水到達時間と言うことでたまたま諮

問されております９河川についての各河川の洪水到達時間の資料がございましたので申し上げた

いと思います。まず清川なのですけれども、飯山の清川でございますけれども６０分でございま

す。それと山ノ内町の角間川でございますけれども、それが１５４分でございます。長野の浅川

でございますけれども１３６分でございます。松本市の薄川でございますけれども７７分でござ

います。三郷村の黒沢川でございますけれども、１１８分でございます。豊丘村の郷士沢川でご

ざいますけれども、７８分でございます。茅野市と諏訪市の上川でございますけれども、１４７

分でございます。下諏訪町の砥川でございますけれども、８０分でございます。以上でございま

す。 

 

○藤原部会長 

今の話でこれは資料としてもう一回、次回一覧表で出して頂くことにして、今伺いましたけれ

どもやはりここは非常に速いということがはっきりしたと思います。他に何かありますか。ちょ

うど１２時になりましたので、１時間程休憩をしまして１時からということに致します。よろし

くどうぞお願い致します。 

 

―休憩― 

 

○田中治水利水検討室長 

 それでは午後の部を再開して頂きたいと思います。部会長さん、よろしくお願いします。 

 

○藤原部会長 

どうも、午後の部会を始めますが、最初が森林ワーキンググループからの報告ということにな

っております。私は森林ワーキンググループの委員をやっておりますので、私の方から報告致し

ます。最初に森林のメカニズム、特に水源涵養とそれから国土防災というものの森林の働きとい

う事を申し上げまして、その上で森林の、特に駒沢川流域の森林の変遷と保水力検査の結果につ

いて報告をするということに致します。ＯＨＰを使いまして、ご説明しますので。 

ご説明申し上げます。雨が降ってくるとですね、まず樹冠といいますけれども樹の冠と書いて

樹冠と言いますが、樹冠に水が、雨が降ってそこで樹冠で一回止まります。樹冠遮断という風に

言っていますが、そこに一回貯まります。そして貯まった部分のうちからここに書いてあります

けれども、遮断蒸発量として下の所ですが１５から２０パーセント、ここの所に書いてあります

が１５から２０パーセントは降った雨の、天気になると上に蒸発していってしまうということに

なります。 

そしてその後、小杖を伝ったり、直接地表に達したものについては、一つはここで地表流とい

うことで流れるものもあります。しかし大部分は中に浸透していきます。そういうことでほとん
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ど浸透するわけです。浸透していくのは１５から２０パーセント樹冠で遮断して蒸発していくと

言うことですから残りの８０パーセント位が森林の中に入ると、その内の地表で地面から５パー

セントないし７パーセントくらいはそこから蒸発するだろうという風に言われております。 

それから森林の土の中に浸透した部分については、今度木が大きくなる為には、木の根っこが

地下から水を吸い上げまして、そして太陽の光と炭酸ガスでもって光合成をするということにな

ります。そして光合成をして有機体と酸素を作るわけですが、その中で水が葉の気孔から大気中

へ戻っていきます。それを蒸散という風に言います。蒸散というのが２０パーセントから２５パ

ーセントという風に出ています。そうすると降った雨の１５から２０パーセントは樹冠から蒸発

していく、それから降った雨の２０から２５パーセントは地下から吸い上げられて葉っぱから蒸

散といいますが、蒸散していく。大体４０パーセント位は大気へ戻っていきます。そして大気中

を漂っていて、また雨になって戻ってくる。小さな水の循環というのは森林があると行われてい

るわけです。大きな水の循環というのは、地上に降った雨が川へ流れ出てそれから海へ行ってま

た海から蒸発して雲となって更にそれが雨となって降るという、大きな水循環がありますけれど

も、森林の中にはそういう小さな水循環ということがあります。ですから森林があると雨が多い

というのは、そういうひとつの小さな水循環というのが森林の中で行われているという事があり

ますのでこういう循環を持っているわけです。 

次、お願いします。こういうような水の流れ方をするわけですけれども森林流域における水移

動の概念図ということになります。先程言いました樹冠で蒸発をしていくもの、それから木の根

っこで吸い上げられて蒸散していくもの、更に浸透したもので上の方がＡ層、Ｂ層という風に言

われていますが、Ａ層、Ｂ層更にその下にＣ層そして基岩という風になっていますけれども、そ

のＡ層というのは３つに分かれておりましてＬ，Ｆ，Ｈという風な層に分かれております。Ｌ層

というのは葉っぱが落ちてきてまだそれ程腐食が進んでいない、それからＦ層というのはある程

度それが進んで、そしてＨ層というのはもうほとんど形が無くなっているというような形になり

ますが、そのＡ層というものとＢ層、そこの所が比較的隙間の多い所です。Ｃ層になると隙間は

非常に少なくなると言うことになります。森林の保水力というのは大体Ａ層B層くらいまでです。

C 層になるとあまり水は、保水力はありませんけれども今度基岩にいきますと、また基岩のとこ

ろである程度地下水流が出来て水が流れるという風な形になります。ですからこの地下まで来た

のが、基底流量といいますが、この程度のところは常に流れている。そして森林から常にそれだ

けの水が流れ出てきている。それで雨が降ると、やはりこの速い中間流とか、それから地表流か

らここの所へ出てくるものがあります。だからそういう意味での直接流出もしくは速い中間流と

いうものがありますので、雨が降ると一時的に出水があるというのはその程度です。そして後は

地下水流としての基底流量がほとんど同じくらいの量で出てきていると言うことになります。 

次、お願いします。これは森林の保水力です。浸透能力です。村井宏さんという岩手大学の先

生が東北地方で調査をしたデータなのですけれども、まず林地、林地というのは森林が立木の育

成をしている場所というのを林地という風に言いますけれども、その林地で針葉樹と広葉樹、針

葉樹も天然林と人工林という風にして分けてそれから後、広葉樹も天然林となっていますが広葉

樹の天然林が大体１時間あたり２７１ミリ位の浸透能力がある。針葉樹もですね、これ人工林と

天然林がちょっと逆転しているのですけれどもこのデータは一応村井さんが出されたのですが、
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針葉樹も大体２００ミリから２５０ミリくらいの浸透能力があると言うことになっています。そ

れに対して伐採跡地というのがですね、これががたんと落ちる訳ですけれども大体伐採した時の

林地の攪乱の状態によってあまり攪乱をしていなければ２００ミリくらい、それ程浸透能力は落

ちないけれども例えばブルでもって引っ張ってしまって固めてしまったということになると、そ

ういう形になりますと浸透能力は落ちるというふうになっています。そういう林地に比べて草生

地、草っぱらの所はどの位だというと草生地の平均が１時間あたり１２７ミリ、それから裸地、

裸になってしまっているところ、これについては裸地平均が７９．２ミリとなっていますが、踏

み固めた歩道、これが大体１２ミリです。１時間あたり１２ミリ、ほとんど浸透していかなとい

うことになります。ですから皆様方山に行って経験なさっていると思うのですが、大雨が降って

きても森林の中はほとんど水が流れることはないのに、歩道とか林道とかそういうところは水が

流れるという形になるのは森林の浸透能力の所の差です。そういうようなものが、こういう経過

でも出ていると思います。これなのですけれども一応ここの所ですね、これが落葉層でL,F,Hと

いいましたがL層、F層、H層となっておりまして落葉して葉っぱが落っこちてそれが少しずつ腐

っていくとそういう過程がここら辺の所に出ています。こういう風にして隙間が土壌中にあるの

ですけれども、これは森林の土壌動物の働きによるものだという風に言われているわけです。葉

っぱが落ちます、有機物が落ちますとそれを土壌微生物とか土壌動物が分解をします。土壌動物

というのは非常にこうたくさん森林の中にはいるわけです。そしてその土壌動物が落ちてきた葉

っぱを分解をして、腐食をさせていくそういうことによって土壌動物も生息をするための影響と

いうのはですね、落葉してくれた方がいいわけですし、そしてそれでもって土壌動物が有機物を

分解して無機物に変え、この無機物をですね、今度は森林が水と一緒に吸収していって自分の有

機物を作るときにまた役に立てると言うような形になっている。そういう風になっているとこう

いう風に隙間がたくさん出てきているということです。それで向こうの方は隙間が無いのはあま

り腐食が進んでいない、それに対してこちらの方は腐食が多い、これは何故かというと森林の方

は有機物が常に供給されていてそれに対して土壌微生物、土壌動物がそれを分解をすることによ

ってここの所に大きな隙間を作っている、大きな隙間を作っていると言うことはそれだけ、土壌

動物がたくさんいると言うことになるだろうということになるだろうと思います。土壌動物がど

の位いるかということについては、これは多分１㎡あたりで線虫ですと数十万匹いる、それから

ダニ類ですと数万匹単位でいると、１㎡というと１ｍ１ｍ、ですから他の言い方で言いますと、

私たちが森林で片足で踏んでいる土の下、この下なのですけれども、私たちが森林で片足で踏ん

でいる土の下にですね、線虫だったら７万５千匹、ダニですと３千匹、あととび虫だとかいろん

な虫がいますけれども、そういう虫がですね、上から落っこちてくる有機物を分解をする、土壌

微生物というのはこ親指の先くらいのところで億単位でいるという風に言われています。そうい

う風に森林の土の中には土壌微生物、土壌動物がたくさんいまして、うごめいているわけです。

ですからそういう開墾、ある意味で言うと開墾をしていると言うことになります。そういう風に

して土壌動物がたくさんいます。ミミズもいます。モグラもいます。そういうのが通った後が全

部隙間になっていくわけです。今度木の根っこですけれども、根っこも新陳代謝をして腐ってい

ます。ルートチャンネルといいますけれども、腐った木の根っこの後というのもそれも隙間にな

ります。ですから非常に豊かな広葉樹の林というのは、常に葉っぱを落とす、そしてその葉っぱ
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を落とす、落とした有機物を今度は土壌微生物とか土壌動物が、それをどんどんどんどん分解し

ていく。ということで非常に豊かな森林というのは、土の中も非常に豊かだと。森林動物の数も

多いし、種類も多い、そういうものが森林の中で、森林の土の中でうごめいているということで

すから、隙間が多いわけです。ブナの林ですと１ｍ位グサッと棒が刺さるというくらい柔らかい

わけですね。それはこういうスポンジみたいな形の隙間がたくさんあるというようなことです。

そうするとそれに降った雨が森林に浸透していくというのはそういう隙間に入ってくるというよ

うなことになるので、水を蓄える仕組みというのはまさにそういうことになるわけです。 

それからもう一つは防災上のことですが、森林がある方が森林のないところよりも崩壊が少な

いという結果も出ているわけです。森林のメカニズムというのはひとつは保水能力、水源涵養機

能という風にいわれていますが、もうひとつは国土保全機能という土砂崩れを防ぐという意味が

あるわけですが、特に森林の場合には木の根っこが土地を抑える、土壌緊縛力という風にいって

いますけれども、抑えることによって森林があるところの方が崩壊が少ない、森林が無くなって

無林地になると崩壊が広がっていくというようなことが、これは難波先生といって林業試験場の

場長をなさっていた方ですがこの人のデータですけれどもこういうようなデータがあります。こ

れも同じようなものです。これは針葉樹と広葉樹でどちらが土壌崩壊を防ぐかということなので

すが、これを見ますと広葉樹の天然林の方が多いことになっているわけです。広葉樹の木をひっ

ぱてみるとなかなか抜けない、針葉樹の方が比較的抜けやすい、大体そういうようなところで根

の張り方がずっと違うわけです。特に針葉樹の人工林というのは根の張りが木の周りにとまって

いますけれども、天然の広葉樹林といいますとずっと根が３ｍ５ｍ１０ｍもいっているなんて例

がある位ですから、そういう意味では土を抑える力、土壌緊縛力というのがあります。ですから

ここに書いてありますように針葉樹の林地の崩壊が広葉樹林地の２倍になっている。というのは

むしろ針葉樹より広葉樹の方が土砂崩れを防ぐ機能があるというようなことだと思います。これ

も同じような難波先生の例ですが、この事例では広葉樹の方が多いという例もありますとこうい

うのも出ているということです。一応森林の水源涵養機能というのはここにかかれていますよう

に、まず林床のところ、特に森林の土の所でAゼロ層というのはここのところは非常に水がよく

貯まるしこの層によって、土壌の浸食とかそういうのを防いでいるというようなことです。そし

て非常に隙間が孔隙といいますけれども隙間が多いから水を貯えやすいというような事で浸透能

力も森林の所では非常にある。裸の所よりは草生地、草っぱらの方が多いし、草っぱらよりは伐

採跡地の方が多いけれど、更に浸透能力が多いのは林地の方が多いということです。 

それからその次の⑤の、赤い字で書いてあるところですが針葉樹と広葉樹の違いによる浸透能

力の違い、今のところはっきりしないというのですが、私たちが四国の吉野川流域でやっている

ところでは針葉樹と広葉樹の浸透能力というのは大体広葉樹の方が２倍あるというようなのがあ

るのですけれども、定性的にはわかるのですが定量的にははっきりさせられていないので今のと

ころはっきりしていないというようなことでここには書かれています。 

それから６番目の樹種の違いによる浸透量の違いも今ひとつはっきりしないということです。

私たちでいうと広葉樹と針葉樹と同じようにスギとヒノキとカラマツではどうも浸透能力に差が

あるのではないのだろうかと思うのですけれども、そこのところの定量的なものが掴まれていな

いということになっています。あと土壌タイプによって浸透能力も違う、それから林齢が高まる
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と浸透能力が増えてくる、それはやはり林齢が高くなると森林が大きくなってきて葉っぱの量も

増える、葉っぱの量が増えれば落葉する量も増える、それによって森林の土壌の中の土壌動物と

か土壌微生物の数が増える。それによって森林の孔隙量も増えるから浸透能力も多くなって保水

力も大きくなるのだろうという風にいわれているわけです。 

９番目の所では、単純林より混合林の方が細かい孔隙率が高まる傾向にある。それは特に広葉

樹が入っていることによって隙間が多くなるという風な形になると思います。 

それから１０番目なのですが、流出水の平準化については森林の生長に伴い直接流出量やピー

ク流量が減少して出水時間が延長する。ですからさきほどの例でハイエットグラフとハイドログ

ラフがあります。そして森林がだんだん大きくなってくると雨がたくさん降ってもすぐに出てこ

ない、そして出てくる量も森林の中に保水されるから少なくなるというようなことが出てくるの

です。そういう意味では森林の林齢が高くなるにつれてそういう保水能力というものが高まって

くるというようなことがわかってくるわけです。 

１１番目のところで針葉樹と広葉樹の違いによる流出率には差が認められないという文ですが、

これは定量的にはまだ把握できていないというようなことです。それから降水量が多くなると広

葉樹の方が流出量が多くなる傾向がある。これについても実はあまりはっきりはわかっておりま

せん。こういう例があったということが報告されているということです。それから間伐や皆伐に

よる流出量への影響が広葉樹より針葉樹の方が変動幅が多いと、これは広葉樹の場合は保水力が

非常に高かったわけですが、それが無くなるわけですからもろに響いてくるというようなことに

なるだろうと思われます。 

１４番目の伐採の繰り返しを伴う長期的な平均流出量は広葉樹の方が大きいというような例も

報告されているようです。それで最後の所の望ましい森林像ということになっていますけれども、

まず裸にしないようにする。択伐という、前は択伐と言っていたのですが、今は非皆伐作業とい

う風な言い方をしています。それから次が出来るだけ多種多様の落葉樹を常に要求する森林が望

ましいということで、これは落葉広葉樹林がいいという一般的な常識をここに書かれているよう

なものだと思います。それから除間伐、枝打ち等の保育作業は光を林内に入れ林内環境を良好に

する。間伐が遅れたり、除伐が遅れたりして暗い森林になりますと保水能力は落ちます。ですか

らそういう意味では森林の手入れというのは、きちんとしなくていけないという風なことだと思

います。 

４番目の長伐期施業が望ましいというのは先程林齢が増えてくれば森林の保水力が増大すると

いうようなことでこの長伐期施業、これまで私たち林学の中でやっていたものというのは、カラ

マツだと３０年で切れる。だからカラマツの林にしようということで、特に長野県はカラマツば

かりにしたわけですが、むしろそれは長い方が望ましい。今スギ、ヒノキ、例えばスギは５０年、

ヒノキも６０年とかいう伐期にしていますが、私たちが国有林の経営計画なんかを見ていますと、

国有林は戦前は大体スギ、ヒノキが１００年という伐期を使っていました。ですからそれが一番

ひどい時には、スギなんかは成長がいいからと言って４０年で切れるということで大伐採をやっ

たわけですね、戦後。これが今響いてきているわけです。長伐期の森林を短伐期にすることは簡

単なのですね、余分に切ればいいわけですから。しかし、短伐期になっている森林を長伐期にす

るということは、これはそれだけの年限がかかります。１００年生の森林を作るためには１００
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年かかるということになります。ですからこれからは、出来るだけ長伐期の方へ進んでいこうと

いうようなことが出ています。長伐期施業が望ましい。それから深い根と浅い根の混合林である

ことが望ましい。森林の土を、出来るだけ多層に使おうということで浅いのと深い根とが混ざる

方がむしろ望ましいのではないかと、と言うようなことで望ましい森林像というのはこういうこ

とになっております。 

もう１枚あるのですが、それは同じようなことなのでこれで辞めさせて頂きます。こういうよ

うなメカニズムがありますので森林は保水力も国土の防災能力もあるというようなことがわかっ

ているわけです。そこでお配りしました９－１と９－２の資料を見て頂きたいと思います。 

まず、森林の保水力調査ということで出ているものがあります。それで駒沢川流域という１ペ

ージ目の所を見て頂きたいのですが、これに対象地域の概況ということでこの駒沢川流域の場合

計画地の上流区域、これは流域面積１４２ヘクタールですがその内の森林面積が１４１ヘクター

ルで森林率は９９．６パーセント、ほとんどが森林だということです。この森林現況というのは

９９．６パーセントというのは非常に森林率が高いところだという風にいわれると思います。そ

の中の森林の林種というかどういう木が生えているかというとまず針葉樹が８９パーセント広葉

樹が１１パーセント、９割方針葉樹だということになっています。そしてこの所有形態別で申し

上げますと、小野森林組合が全面積を所有している。これを見ますと次のところで人工林率は６

２パーセントと書いてあります。６２パーセントという人口林率は非常に高いです。全国平均で

言うと４０パーセントというのが今のところですから、そういう意味では人工林率６２パーセン

トというのは非常に高いです。この人工林の８９パーセント、ほとんどというのですか９０パー

セントは７齢級から１０齢級であると書いてあります。１齢級と言うのは５年です。ですから７

齢級というと５×７＝３５、３０年生以上ということで、１０齢級というと５０年、ですから人

工林が全体の６２パーセント、３分の２が人工林ですが、その人工林の９０パーセント、ほとん

どが３０年生から５０年生のものであるということです。樹種別でいうとアカマツが６７パーセ

ント、カラマツが１８パーセント、残りは広葉樹とスギ林、スギの針葉樹という風に書かれてい

るわけです。こういう駒沢川流域上流の森林です。そこには土壌図なんかもついているわけです

けれども、ここのところの有効貯留量というのを計算をしてありますが、これを見るとこの１ペ

ージの３ですけれども、有効貯留量これは樹冠遮断量として先程言いました木の幹、枝ああいう

樹冠、樹の冠と書くのですが、樹冠遮断のところで大体１万５千 m3/ｓ分位は止まると言うこと

です。これを面積で割りますと、大体雨量相当で１０ミリ程度、だから１０ミリの雨は木の樹冠

で遮断されると、地上まで落ちてこない部分です。それから次の表層土壌ＡプラスB層のところ、

これが雨量相当で１４５ミリ、それから C 層のところで８０ミリ、両方合わせるとこのＡ層、B

層、C 層のところで大体２２５ミリくらいの雨を貯留するだろう、浸透させていくだろうと言う

風に言われているわけです。先程の基本高水の時にも質問があって松岡さんが答えていましたけ

れども、雨が降ってきたときにこの２２５ミリが全部森林の土の中に浸透していくわけではあり

ません。というのは、その前から雨が降っている、もしくはその前から森林の中に水が貯留され

ていると言うことがあります。 

ですからその雨が降ってきたときの前にどれくらいの水が森林の土の中に貯留されているかと

いうことを、これは経験的に０．４から０．６と言う風にしております。そういうようなことで、
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降雨前の水分貯留量というものを勘案することによって２２５ミリよりは少なくなると言うこと

です。水分貯留量０．４から０．６と言う風に考えますとこれは２２５ミリというのが０．４の

場合は１００ミリ、それから０．６の場合は１４５ミリくらいという風になりますが、そういう

風な形で考えられます。これ、逆ですね、今言いましたのは。０．４位しか水分が貯留されてい

ないという場合には２２５の０．４で１４５ミリ貯留可能ですし、それからもう既に０．６入っ

ているということになると隙間というのは１００ミリ位ということになります。 

これを考えますと先程樹冠のところで１０ミリストックされている。それから次に森林の土の

中で２２５ミリですがこれの０．４から０．６ということで考えますと、大体有効貯留量とする

と１００ミリから１４５ミリくらいが森林の、駒沢川の場合ですが、森林の貯留量として考えら

れると。ですから雨が降った時にどっと川に出てこないというのは、雨が降っても降った分の大

体この１００ミリから１４５ミリ位は一時的に森林の土の中に浸透していく、そしてそれによっ

て速い地表流とか、中間流とかそういうものを考えてそれが一時的に出てくるいうことになりま

すが、大部分は森林の中に貯留されてくるのだろうということになります。これの計算の細かい

のは４ページと５ページのところにあります。 

４ページのところは樹冠遮断量、針葉樹の場合はどれくらいの雨を遮断する、それから広葉樹

の場合はどの位の雨を遮断するというのはこれは森林の公益的機能に関する文献要約集、下に注

の２として書いてありますがこの調査によって大体針葉樹で杉の場合にはどれ位の遮断をするか

と言うようなことが報告されていますので、それによって計算をしたものが４ページです。それ

から５ページ、これは森林の土壌タイプによってどの位の水を貯留できるかという計算をしてい

るのです。これの計算結果が先程言いました２２５ミリという風になっているということです。 

以上の説明で、雨が降った、例えば１５０ミリとか２００ミリ降っても、そのまま下流の方へ

流れるのではなくてある程度の部分は森林の樹冠で遮断される、更に土の中に貯留される、そし

て地表を流れる若干のものと中間的なところから流れ出る水、そういうようなものがありますと

いうことで、森林の保水力は今申し上げたような部分がある有効貯留量してはありますと言う報

告がこの９－１の資料です。 

それから次に９－２の資料なのですが、流域森林の変遷調査としてここに駒沢川流域の森林の

移り変わりというのが書いてあります。これは調査は、一つは森林調査簿を使っていますが、も

う一つは航空写真を使っています。時系列的なものを追いたいということで航空写真を使いまし

た。この場合には駒沢川については昭和４４年、１９６９年の航空写真と平成１２年、２０００

年の航空写真、空中写真を使って森林の変遷というものを追いかけてみました。その結果、四角

の２のところなのですけれども、駒沢川の場合には森林面積についてはほとんど昭和４４年と平

成１２年の間で３１年の間に、森林面積はほとんど変わっていないということです。ですから森

林面積そのものは増減が無いということが四角の２ページのところの表３－１０のところでわか

ると思います。森林の面積が１４２．６５という風に書いてありまして、これが１９６９年も２

０００年も同じであるということになります。しかし質的な違いというものが３－１１のところ

に出ております。質的な違いというのは１９６５年の場合には人工林が９９．３９ヘクタールあ

ったのですが、２０００年のところは更に人工林は増えている、１０ヘクタールほど増えている

と、ですからこの３１年の間に１０ヘクタール程人工林が増えているわけですが、それより前１
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９６９年というのは、昭和４４年ですけれども多分３０年代、２０年代の後半から３０年代に掛

けて天然林が切られてカラマツの人工林に変わっていったのではないかいうことは、もう一つ前

の空中写真を見ればわかるだろうと思うのですけれども。そういう人工林と天然林の差というの

はでてきていると思います。 

それから次の３－１１のところで林分発達段階別というふうに書いてあります。それで２つ書

いてあります。林分成立段階、大体これは３０年生以下位の森林のことを言っています。若齢段

階というのは３０年生から５０年生位を言っております。これから更に増えると５０年生を超え

たのは老齢過熟という風なかたちになりますけれども。大体この林分成立段階と言うのを見てみ

ますと今から３１年前、１９６…、２０００年の時と１９６９年ですから３１年前は林分成立段

階、要するに３０年生以下の森林というのは７０ヘクタールくらいあったけれども、今は３０年

生以下の森林はほとんど無いという風なことが出てきていると思います。それに比べて５０年生

近い森林が増えてきているということになっていると思います。 

それから樹種別で見てみますと人工林、カラマツの人工林が１１０ヘクタール、これは先程言

いましたけれども、広葉樹の天然林、もしくはアカマツの天然林もあったと思うのですけれども

そこのところを切ってカラマツの人工林を作っていった、大体１１０ヘクタール位がそういう風

になっていったのだろうと思います。１４２ヘクタールの内の１１０ヘクタールがカラマツの人

工林であるということになるわけです。後、それ以外の天然林というのは広葉樹とアカマツとい

うことになっています。伐採跡地ですが、１９６９年大体まだ１３．５２ヘクタールありますが、

この位は切って１，２年のところが残っていたのだろうと思いますが、そこは全部造林されたの

で２０００年の段階では伐採跡地はゼロになっています。そういう風なことで全部非常に手入れ

がよく行われている森林だというのはこれはわかると思います。 

四角の３のところ、３ページを見て頂きたいのですが、①、②、③という風に書いてあります。

①林種別に見た場合人工林は１９６９年において９９．３９ヘクタールで、その後１９６４年当

時の伐採跡地が造林されて２０００年には１１０．１９ヘクタールと増加している。これが全部

カラマツの人工林という風に考えられると思います。天然林は６９年と比較して大きな変化はな

い。でも２０００年で３２．４６ヘクタールが残っているということになると思います。 

それから②ですが、林分発達段階から見た場合、１９６９年には林分成立段階、若齢の森林が

若齢じゃないですね、幼齢の森林が６９．２２ヘクタールあったのです。そして若齢の齢級の森

林が７３．４３あったのですが、それがだんだん２０００年にはほとんどが３０年生以上の森林

になっているということです。それから③の樹種構成についてで見ますと、樹種構成を見ると人

工林はすべてカラマツ、天然林は広葉樹とアカマツとなっており全体的に大きな変化は見られな

いという風になっています。非常にここは手入れがされている森林なので、崩壊地の変化という

のですが、今から３０何年前の、４０年近く前の１９６９年、それから今も崩壊地は確認されな

かった。しかし無かったという風には言えないのです。というのは航空写真で判断していますが、

航空写真といいうのはメッシュが荒いものですから、小さな崩壊地を掴んでいないことがありま

すので、小さい崩壊地はあるかもしれません、現地に行ってみないとわかりませんが。ただし空

中写真の段階では、崩壊地は確認されていないというようなことがこれでわかります。 

後、四角の５ページですね。５ページのところには一応流域での災害の発生とそれから雨の降
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り方何か関連がないだろうかということが考えられまして、これは他の部会でもこの質問がある

ので一応災害のあった時と、それから最大日雨量、年の最大日雨量についてのデータはお出しし

ているのですが、申し訳ありませんがここのところの関連というものについては私たちのところ

ではまだ解明できていないというようなことです。 

それからその後７ページ、四角の７ページなのですが、これは信州大学の北原先生の論文から

大体森林というのはどの位の土砂を出しているのだろうかということで、その論文を使って見て

いるわけです。森林があると土砂の流出は少なくなる、裸の場合には土砂の流出は多くなるとい

うようなことがわかるわけです。森林があってもやはり地表を雨が流れますので、雨が流れると

いうのはやはりその時に土も下に運んでいるということなので、森林があれば絶対に土が下へ流

れないということはありません。ただ非常にそれは少ないだろうということがいわれているわけ

です。大体森林があるとどれくらい少ないのだろうかということが四角の８ページのところを見

ていただくとわかると思いますが、駒沢川流域です。年にどれくらい土砂を下の方に流している

か、これは北原さんの論文でもって計算をしてみると大体２０００年の段階では６７m3/ｓ位の土

を下の方に雨と一緒に流しているだろうと、もしここに森林が無くてここが全部裸地、裸のとこ

ろだと、伐採跡地だという風に考えると年間に１６０３m3/ｓ位の土を出すだろうということです。

ですからそれがこの駒沢川では森林が整備されていて、崩壊地がほとんど無いという状況ですの

で１年間の土砂の流出というのは６７m3/ｓ程度だろうというようなことが一応でています。こう

いうのが流域森林の変遷調査の結果、駒沢川流域のところで調査の結果としてでているわけです。 

９ページ、一番最後のページですが、これに対して森林の変遷と災害履歴等との関連性に関す

る考察というもので、５－２として駒沢川のことが書いてあるのですが、実は駒沢川については

森林の状況に大きな変化が見られず、森林の成熟が進んでいる。伐採跡地が造林され人工林が増

加している。そういうようなことで非常に森林の変遷によっていい山になってきているというよ

うなことがこれでわかるだろうという風に思います。以上が森林のワーキンググループからの報

告ということなのです。このことについて何か御質問があればお受けをするということにしたい

と思いますので、よろしくお願い致します。何でもご質問なさってください。はい。どうぞ。 

 

○牛丸委員 

 今のお話をお伺いしますと、昭和の３０年代の頃の森林よりは、今の森林の方が保水力が上が

っているということになるわけですかね。昭和３０年代、２０年代から３０年代後半にかけて天

然林が伐採されて、樹種が人工林になってきたということとか、後は前にいただいた駒沢川流域

の森林現況などで見ると、齢級が大体、１齢級が林齢５年ですので３１年から５０年生のものが

６０％有るということは、今から丁度昭和３０年代、例えば３５年だと４１年位前になる訳です

よね。その頃にはその木が小さかったという訳ですね。ということは、その当時は非常に小さい

木で保水力が悪かったけれども今は木が育ってきているのでその当時よりは、保水力があがって

いるということが言える。 

           

○藤原部会長 

午前中の神戸さんの話とたぶん一緒にお伺いしたいと思っている事なんですが、５０年前って
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いうとだぶんここの所、山はほとんど天然林だったんじゃないのかなと、まーあどの位が天然、

森林組合のあれはどうでしょう。それで戦後なんですね昭和３０年代から拡大造林、というのが

林野庁の方針として出されました。そしてその拡大造林によってですね天然林を伐採して、針葉

樹の人工林を造れというのが拡大造林ということなんですよね、昭和２０年代の後半からそうい

うのが始まりまして天然林を大面積にわたって皆伐をしてそして、そこへ人工林を作るというよ

うなことを進めたわけです。で、その結果全国の森林の人工林率というのは４０％。日本の森林

面積というのは２，５００万ヘクタールあるんですけれどもその内の４割、約１０００万ヘクタ

ールが人工造林の針葉樹ですね。主として針葉樹ですね、人工造林地という風になって４０％と

いうふうになっているわけです。多分長野県は、特にここの駒沢の場合は６割を超えているとい

うのはですね、相当その拡大造林をしたんではないだろうかというような感じがするんですが、

いかがでしょうか。 

はい、お願い致します。 

 

○矢島委員 

あの頃は、山火事がありまして、で松本自衛隊に頼んでして消火してかなりの焼失をしたんで

す。 

 

○藤原部会長 

何年位でしょう。 

 

○矢島委員 

４０年前後頃でしたかね、そんな頃のあの火事がありましてその後あのう造成、あの人工林と

して植えられたと、そんなように思います。 

 

○藤原部会長 

じゃあ拡大造林によるものではなくて。 

 

○矢島委員 

はい、火災によるものだと思います。はい。 

 

○藤原部会長 

ああそうですか。はいわかりました。その履歴ではわからなかったものですから後で又、森林

組合のあの話を聞かしていただけばわかると思いますが、全国的な雰囲気でいいますと、今言い

ましたように天然林を伐採して人工林に変えるというように、拡大造林政策というものがありま

して、それは、私たち戦後ですね、戦後復興の時、木材の不足というのを補う為にですね。 

杉、檜、から松を造林するというのは、これが、林野庁の方針としてだされまして、国有林も同

じようにやりましたけれども、民有林にもですね。造林補助金を出してなんかしてそういうのを

進めたと、いう事はあります。ご存知のように、戦争中も乱伐をしました。だいたい戦争中の乱
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伐によってですね。全国の森林の中で、１５０万 ha 位裸山だったんですね。ですから、戦後の

大水害を私たちは見ていると、むしろ戦争中の森林の荒廃、というのがですね。これが大水害に

つながったのではないだろうか。という事で、よくここはちょっと長野県なんですけども、私た

ち、首都圏に住んでおりまして、利根川の問題が出てくるんですが、利根川が、昭和２２年にキ

ャサリン台風というのでですね。１１００人の人が死んだ。当時のお金で、７０億円位の損害が

出たという風に言われております。今、利根川の治水というものは、そういうような、キャサリ

ン台風並みの、台風がきてもですね。それに応える対応出来るような２００年に１回の確率の、

河川改修もしくは、ダムという事をやっているわけですが、当時はですね。今言いましたように、

１５０万 ha の裸山があった。当然なんですけども戦争中、炭とか薪とかをださなきゃいけない。

そのために、木を切ったんですけども、植える人が居なかったという事で、裸山のまま残された

んです。 

それと、もうひとつは、食糧増産という事で、里山が切られてそこが畑に変わった。それから

ひどいところですね。河川敷までですね畑にしたというような事はあります。          

それに加えて、防空壕なんて話も利根川の場合はあるんですけれども、そういう事で河川が非

情に土手なんかも荒廃してた。さらに奥地の森林も荒廃してた。という様なな事で大造林政策を

昭和２０年代はやりました。 

その、林野庁の方針というのがまず、裸山を人工造林にするという形でやったんですが、その

あと、昭和３０年代になりまして、経営を変えてですね。むしろ天然林を伐採して、針葉樹の人

工林を造れと、奥地林開発というのもやって森林開発公団が出来たのは、昭和３１年ですけども、

奥地に林道を入れて、そして、天然林を伐採して、そして、唐松だとか杉、檜の人工林に変える

というその拡大造林という政策を行ったわけですね。ですから、そういう意味で、森林がだんだ

んと人工林化されて来たという歴史は全体的にあるのです。 

今、森林組合の話を伺っていると、そういう理由ではなくて三火再生林というか、ようするに

山火事でもって、荒れた後の山を人工林化したという話なんで、成立の仕方は.ちょっと違うのか

もしれません。しかし、ここの林で森林組合の森林調査簿を見せていただけば、何年にどの位の

面積を植えたというのは全部出て来ると思いますので、後で、そこら辺の所も見せて頂くと、変

遷というものがわかるだろうと思います。 

他に何か。はい。お願いします。関連で。 

                          

○矢島委員                                    

駒沢流域の山一帯は、赤松というような図面が出ております。が、あそこはきのこ山として毎

年入札して売却しております。あそこは山林組合の所属でございます。年に何百万かの収益があ

るわけですがそれをもし、広葉樹にするために伐採すると、広葉樹一帯にしようという事になれ

ば山林組合の存亡に係わるような重大問題でございます。 

 しかし、あそこはいま、服装林という形で松の木の下に広葉樹がいっぱいあると、そのような

事で保水能力というものがなまじ松を切って広葉樹一帯にしなくても、十分保水能力はあると、

こんなふうに思っております。 
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○藤原部会長 

はい。僕は、松を切って広葉樹に変えようなんて少しも思ってませんし、それと、もうひとつ

は、松というのはゴボウ根なんで比較的土砂崩れを防ぐ力は強いんですね。 

唐松の場合はね。根っこが浅いんで唐松の木が根返りして台風の時にひっくり返ってそれが土

砂崩れの引き金になるという事がありますから、唐松の人工林というものはちょっと考えもんだ

な。と思いますが、松の天然林をね。それを広葉樹林にという風な事をまったく広葉樹の方がい

いと思っていると言ってもそんな事はお勧めいたしませんので、はい。どうぞ、神戸さん。 

 

○神戸委員 

藤原座長先生は、森林についてかなりその辺の権威の方だとお聞きしております。私達駒沢ダ

ムのね。以前は、５０年位前は、先ほど前山林組合をやられた矢島さんが申された、火災の発生

した所は、今のダムの予定地より、上でなくて左、こちらの時は左岸ですね。今、ダムの予定地

から奥のほうは、濶葉樹が多くて、それを伐採して松とか赤松とか、唐松を植林して山を育てて

来たと。これは一つの国の山林政策でやったと思います。多分国から補助金がデータりして、そ

の荒れた濶葉樹の山を緑の針葉樹の山に変えろと。言う事だったと思います。 

その頃は、濶葉樹が６～７０％あったのではないかと思います。記憶ですけれども。その頃は、

濶葉樹で１ｍ位の堆積葉が堆積していた各沢にね。それが段々無くなって来た為に、保水力或る

いは駒沢の水が減ってしまったと。そのまま濶葉樹を残してあれば今、田中知事の言われる緑の

ダム。これがそのまさにその通りで私たちは、駒沢川の上流にダムを造って頂くなんて事は考え

なくて良かったと思います。 

それが１０～４，５年位前から非常に、駒沢川の水源が無くなってしまい、そして、雨が降っ

ても一時的に水が出るだけで後がつずかないという様な現象が起きてしまった為に、私ども生活

用水であったあるその駒沢川の水を利用しての飲料水。これについてはどうしても、このダムを

造っていただいて、そこから一年中取水していかなければいけないかな。と言う事で駒沢ダムの

建設に地域のみなさんが声を上げて頑張ってきたのが実態でございます。 

これを、濶葉樹に戻して先程の話ではないけれど緑のダムを造るとすれば、これからまた５０

年は先になります。５０年たてばまたどうなるか判らないので絶えず私たちの身近なこの問題と

して駒沢ダムというものを取り上げてきた訳でございます。以上です。 

 

○藤原部会長 

はい。わかりました。他に、はいどうぞ。 

 

○根橋委員 

根橋ですけれども。ちょっと教えて頂きたいという事なんですけれども先程の、蒸散のお話が

あったんですけども、これは昼間と夜とですね。夏と春秋とそういう気温の変化ですかね。そう

いったことによって問題にする程変動するかどうかという事と。それから確認のような意味です

が、たとえば、先程の最大で２２５ｍｍ位雨水ということですけれども理論上は、たとえば、こ

ういうのが最大限は発揮されれば２２５ｍｍ降ってもこれぐらいの水量は一応森林によって保水
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されるとういうふ風に理解してよいかどうかその一点をおねがいします。 

 

○藤原部会長 

はい。一つは蒸散の能力というのは、差があります。当然光合成によってですね。光合成が活

動が大きいとき。たとえば、夏のほうがですねむしろ多いと思います。それで冬の方が少ないだ

ろうと思います。 

しかし、もう一つは樹種によっても蒸散は違います。落葉樹の場合はですね。冬葉っぱ落とし

ているんですね。ですから冬の場合にはほとんど蒸散作用はありません。しかし、針葉樹の場合

はですね。冬も、呼吸をしてますんでそうすると蒸散作用があります。ですから、よく広葉樹と

針葉樹とどっちが。先程も、どっちがどうなのか。ていうのが判らないのは森林水文学のなかで

はですねむしろ針葉樹の森林の方が水を吸い上げる力が強いから、水が少なくなるんではないだ

ろうか。広葉樹の場合は、蒸散作用が葉っぱを落としちゃって、冬の場合は何もしませんから水

を吸い上げない。いうような事で、針葉樹の方がむしろ水を少なくする可能性もあるじゃないか

と。いう事を言われているのは蒸散の能力の違いだと思います。 

ですから、季節によってもまた一日の中でも、それから樹種によっても蒸散の能力は違うと。

いう風に言われています。 

それから、もう一つは２２５ｍｍというのは、これはあくまでも森林の土の中にそのまま浸透

する能力がありますよ。というのを森林の土壌タイプでそこに水を一時間入れるんですね。どの

位浸透するかというのを計った結果なんですね。但しこれは、土の状況によっては千差万別なん

でたまたまやった所ではこういう結果です。という事は言えるんですけども、じゃ森林は、２２

５ｍｍの浸透能力があるから貯留できるんだというのは、やった所では言えるんですが、山一つ

越えてみるとそれは通用しない事もあります。 

但し、今回の検討委員会で９つの河川についてこういう調査をしました。大体、１００mm か

ら１５０ｍｍ位の間の貯留能力というのは、これは淺川も砥川も少ないところは８０mm 位から

という事はありましたし、大体、１００ｍｍ前後の貯留能力があると。いう事は、これは森と緑

プロジェクトというのは、長野県庁の中にありまして、県庁の中の横断的なあれで、土木部、林

務部その他が一緒になって作ったプロジェクトで昨年の２月。あ、そうですか。林務だけ、林務

部だけですか。あそうですか。わかりました。薄川というのが最初なんですよね。松本の所にあ

る薄川の所に、大仏ダムを造る、造らないという話があって、その大仏ダムが、国の方針で一応

中止となった時に、そこのところで林務部が森と水プロジェクトを創りまして、どの位の貯留能

力があるかというのを出しました。その森林をさらに森林の貯留能力を高める為には、どういう

森林作業をするかというと、先程、出ましたけども皆伐作業じゃなくて、出来るだけ非皆伐で、

しかも間伐をしてない所は間伐をする。そして全体的に森林の構成をですね針広混交林にして行

こう。その為にはどの位のお金がかかるというまでも計算をした報告書が昨年の２月でしたかね。

昨年の２月に出ているんでそのやり方を使って、他の８つの河川も計算をしました。 

ですから、有効貯留量は、だいたい少ない所で８０mm 位で、多い所で１５０mm 位という其

の巾の中にだいたいあるんだろうと。いう風に思っております。どうぞ。 
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○山本委員 

緑のダムの構想に、反論して建設省も国土交通省も、緑のダムでは渇水ですね。特に、渇水対 

策にならない。という事で反論をバンバンやってますよね。逆転するところがあるんですよね。

貯留量ですか。保水力が。そこの説明がどうもよく判らないんで簡単に言えばどういうことであ

ういう現象が起こるんですか。 

 田や森林の方が早く水が出てしまうというここの所が判らないんです。 

 

○藤原部会長 

はい。緑のダムというのは、私も緑のダムと言っておりますけども、森林だけでですね。全て

が片づくというふうには、私は思っておりませんし、林学をやっている森林水文学の先生方に聞

いてもですね。必ずしも全部すまないよと。というのは森林があっても、土砂崩れが起きます。

これは昭和５７年の時の南アルプスス－パー林道の崩壊の時も、唐松の森林が立っている所みん

な沢が抜けちゃってるんですね。だから、森林があっても深い地すべりになった場合には、それ

は止められません。ですから、森林があれば、土砂の流出も防げると。というのは先程の北原さ

んのデータでは比較的森林があればと。いうんですがそれは比較的数ｍの深さまでの所までで、

５ｍ、７ｍという深い地すべりの場合には、森林があっても何にも止まりません。 

ご存知のように、根っこはそんな深い所まで行きませんので広葉樹でもせいぜい３ｍかそのく

らいまでしか行ってないですから、絶対に大丈夫だとは言えないと思います。 

それから、水の渇水の時の話が今でましたけれどもこれは水資源開発公団が“水レター”とい

うのを出しているんですね。水レターというホームページを水資源開発公団のホームページには、

水レターというのがありましてそこでその話が出てます。緑のダムなんていうのは、全体が１０

０％いいとは言ってないです。ようするに、緑のダムというのは機能はしてますと、だから森林

がある事によって機能はしてるけど、それだけでは全部ではないですよと。という話なんですね。 

ダムを造る時には、森林の保水能力とか、貯留能力というものを十分勘案した上でダムの計算

をしてますよ。という説明なんです。 

ですから、建設省今の国土交通省も、森林の持っている緑のダムとしての機能を否定はしてい

ない。だけどもそれだけでは足りませんよと。という言い方をしてるわけです。 

それから、先程のようにですね。水レターというのを見てみますと、森林の面積は、もう沢山

あって、これ以上増やす事はできない。という言い方をしてるんですが、私たちは、森林の量だ

けではなくて、質的な事を言っているわけですね。 

先程、言いましたように、林齢が高くなれば貯留能力も増えますよ。いう事を言っている訳な

んで、量は同じに、たとえばここの所も面積や森林面積が増えてなくても、しかし、森林が、林

齢が高くなることによって質的によくなって、その事によって貯留能力は増えて来る。 

それから、森林の種類がですね。唐松の人工林よりは、ブナの天然林の方があるんではないだ

ろうか。と、よく言われているのは、皆さん方も勿論、こういう所にお住まいなんだから分かる

と思いますが、ブナの天然林に行くには、水筒を持って行かなくていいと。水要らずというふう

な事を言われるのは、まさにそうゆうとこで、どこでも水がでてきている。ということなんだろ

うと思うんですね。 
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だから、そういうことで、緑のダムというものを国土交通省が否定しているわけでは無い。 

それと、もう一つは、渇水の時はどうか。いうことなんですが水資源開発公団が水レターで出

しているグラフがあるんです。そうすると、雨が降っても段々と川に出てくる水量が減ってくる

と。いうのが出てるわけです。減って来てるというんですけども、雨が降ったのがやんでからで

すね。川に水が流れて来てるというのは、これは森林が水を蓄えているというそれの証拠なんで

すよ。 

ですから、こういう風になって減って来てると。ダムがあった場合には、というのは下の方に

なっているんですが、渇水の時になるとですね。それが逆転するんですね。ダムがあった場合に

は、ダムは維持流量出してますから、だから、こうある。 

所が、緑のダムといってるけど、こういう風にやって維持流量よりも下回る水になる。流量し

か流れない時がある。ところがですね。非常に或る意味でいうと意識的なんですけどもそのホー

ムページにですね。単位が載ってないんですよ。単位がのってないんです。ですから、天然の森

林があるとこう上になってる。 

それから、ダムの場合はこうなってると。最後のところが逆転をするんです。維持流量の下に

行くんですね。天然の川の場合。ここは実はね。トリックがありまして対数メモリーなんですよ。

こっち側が、片対数なんですよ。そうすると、ここの１ｍｍとですね。ここの単位１と、この単

位１とは全然こっちは 10 分の１なんです。ですから、ここのところでね。ほとんど重なる位の

下回るというのはね。誤差の範囲なんですね。それは東大の愛知の演習林のデータで出している

んですが、そのデータを東大へ行って見てきたんです。そしたらば、こっちは片対数なんですね。

対数メモリーというのはご存知のように最初は大きいですが、こっちへ来ると細かくなってくる。

そうするとここの所は離れてるように見えてもですね。ここの離れ方と違って１０分の１位なん

ですよ。ここの所の単位を書いてないからね。維持流量を下回るというね。あの表だけ見るとね。

緑のダムというのは渇水の時に役に立たないという話になるわけですが、それは、雨が６０日降

らなくてもですね。水は出ているんですよね。山があれば。 

だから、６０日経ってもまだまだ渇水の、ダムがあればそれを維持流量として流してる。とい

う話だけなんですね。 

だから、そういうことでいうと、山本さんがおしゃった様に緑のダムは役に立たないという言

い方を国土交通省はしてますし、水レターにも書いてあります。そして、ホームページを見れば、

そういうグラフが出ています。しかしそれを見て、単位が載ってないということだけに、もう１

つ気付いて頂きたいという風に思います。 

 

○山本委員 

建設省のホームページがそうなっているんですよね。 

 

○藤原部会長 

あ、そうですか。水レターは、水資源開発公団は、それを使っている。 

 

○山本委員 
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それのコピーだと思います。 

 

○ 藤原部会長 

 はい。あのう単位をみてください。こっちは対数グラフです。載ってません。対数グラフなん 

です。 

  

○原 委員 

 原ですけど、非常に今先生がご説明になった資料とですね、非常に因果関係があるかなと思う

んですけども、この間、現地視察に行った時に、あそこで私質問したのは、このダムは、どうい

う目的で造ったダムですかということはお聞きしたんですけどね。結局、ダム名前を忘れました。

どういう目的で造ったか。 

 いずれに致しましても、現在もう既に、ほとんどがですね、埋没している様な、水を貯めてい

る能力がほとんどないという状態になってきている。あのうダムというか、貯水池を造ったのが

昭和 10 年という話ですから、もう 70 年位前の話ですよね。 

 その当時というのは、この先生が調べて頂いた 1969 年昭和 44 年頃のですね。データと、それ

以前は、もっと天然林が多かったはずだろうと。昭和 44 年頃のあたりから或いは、30 年後半か

もしれませんけども広葉樹が少なくなり、人口造林が増えてきていると。 

 昭和１０年頃という事になると、非常に天然林が多いという事なりますと保水量というものが

非常に多かったというに判断をするわけなんです。 

 そういう状態の中にあってもあのダムを造ったという事は、当時の小野地区の駒沢水系の人口

がどうであったか。或いは、農耕地面積がどうであったかという事は、もう私その後生まれてま

すから分かりません。 

 水が必要だという形でですね。現在のダムというのも今、機能を果たしておりませんけども、

ダムを造ったという事は間違いない事実だとおもっています。 

 それが、段々とですね。このデータから言っても土砂の流出量というのはですね。昭和 44 年

頃のデータ見ても多い。現在は、人工林によって土砂の流出量が少なくなる。歴然と計算上から

見ても減ってきてますよと。言う事になりますとですね。昭和 10 年頃の比較から見ても、いか

に、現在あるダムの機能がですね。能力の低下する事によって渇水期における水不足というのが

深刻になってきた。 

 農業の方々が、田んぼの苗代作りするような時はですね。非常に水騒動というものが起きてい

るという状態もこの時点でなかったのかなと昭和４０～4.5 年とかねそういう時点。 

 そういう展開でいきますと、やはり、今までの歴史的な経過と、森林形態が変わって来ている

という内容から見ても最低限のですね。貯水ダムといいますかそういうものが必要ではないのか

なという考え方を非常に強く思っている一人なんですよ。その辺先生、どうなんでしょう。昭和

10 年頃の天然林との。私の判断が違っているかどうかね。 

 

○藤原部会長 

 いや、その事は地元の方が一番よくご存知なんだろうと思うんでね。そこら辺の所は、聞かせ
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て頂きたいと思うんですが、多分段々土砂が貯まってくる事によってダムの機能が落ちてくるだ

ろうというのはわかるわけですよね。今回考えられているダムでも、一応堆砂の部分というのは、

100 年で堆砂するだろうという計算になっている訳よね。 

 それから、後、どんどん土砂が貯まって来るという事になるとダムの機能というのは、100 年

後よりは 200 年後が落ちるだろうと。その時に、どうなんだろうというふに考えるわけですね。 

 だから、作った時点でのダムの機能というのは、造る時の機能は、十分に果たしてくれるかも

すれないけど、100 年経って堆砂をした場合には、その機能は落ちるだろう。貯留能力は落ちて

くるだろう。それから 200 年経てば、さらにそこの所が、埋まってくるわけですからおちるだろ

うと。でいうことになると、当面は、ダムを造ることによってですね。便利になるかもしれない

けれども、100 年後、200 年後はどうなんだろうといふうに考えてくる。 

 しかも、コンクリのダムというものが田中知事の言葉を借りればですね。人工のコンクリート

のダムていうのを、出来るだけ造るべきではないというのは、コンクリのダムというのは、未来

永劫を持つわけじゃありません。 

 アメリカでもって、今、ダムをやめようと言っているのは、むしろダムの補修費に金が係り過

ぎて来ている。こんなにこれから後も、どんどんお金が係るんでは大変だと。いうような事で、

ダムでもってやるよりは、他の方法を考えようじゃないかと。いう事が出てきたんだと思うんで

すね。 

 治水の部分についてもこの間、ヨーロッパでもって大水害が起きたわけですが、あの時にです

ね。ヨーロッパその前からもダムを造って河川を真っ直ぐにして、そして、コンクリを張ってと

いう形でどんどん進めてきたそれまでのそのダムについての、ダムとか、川についての考え方と

いうものを変えて、そして、今は、ヨーロッパの方では、真っ直ぐにした川を蛇行させるとか、

それから、コンクリ三面張りの所を、剥がすとかというような事を始めたという事を聞いている

わけですね。 

 100 年前の歴史というものを持っているヨーロッパ、それからアメリカがですね。そういうふ

うな形になっているとすれば、日本も、もう一回そこのとこでむしろそういうのを他山の石とし

て考えてもいいんではないだろうかな。という気はします。 

 しかし、やはり地元の方が、その実際にどうなんだろうということは、お考え頂く必要がある

んじゃないかなと思いますので、前に現地調査をした時に、細洞ダムですか、ため池。あそこを

管理なさってるといいましたよね。その時のいろんな意見を聞きますと、むしろそういう知恵を

地元の方がお出しになるんじゃないかな。というふうな感じを受けて帰ってきてます。 

 部会長というのは、あんまり勝手な事を言うのは控えようと思ってますので、今は、森林ワー

キンググループのメンバーとしての話をしたわけで、部会長としては、いまみたいな事を、予断

をもって、この会議をやろうと思ってはおりませんので、そのつもりでお聴きいただきたいと思

います。 

 あと、他に何かありませんか。 

 

○小澤（昭）委員 

 駒沢流域の森林変化という事で、２ページの表を見ながらでございますが、１９６９年と２０
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００年でいろいろお話があって、保水量が相当あると。ということのなかで、もうあと唐松を伐

採して、たとえば、広葉樹に植え替えたとしても、おそらく、これ以上の保水量は、上がらない 

んじゃないかと。矢島さんのさっきのご意見の通りだとおもいます。 

 ほとんど、唐松の林の中も広葉樹で、だいたい唐松林というよりか混成林と言ったほうが、い

いんじゃないかと。言う事を考えております。 

 きのこ山の関連ではありますが、先程も約５００万位あったというわけですけども、上の方で

今、きのこが出なくなっている場所がございますが、先程の原さんのようなわけで、あそこ砂防

ダムと思いますけども、あのダムが有効に生かされた頃は、ちょっと上にありますタカノスとい

う地籍ですけども、そこの松茸はものすごく出たそうでございます。 

 そういう、水があれば必ず霧が出て霧が木の葉っぱについて、それで落ちてきて土壌を湿らし

てということもございます。 

 是非とも、保水量もそんなに変わらない中で、いろいろと、水不足がぼつぼつ叫ばれるような

時代になってきていますので、もっとダム・・コンクリートのダムがいけないなんて言わなくて

何とか、経済効果もあると思いますので、その辺の所も考慮を願ってやって頂きたいもんだな。

とそんな事を考えております。宜しくお願いいたします。 

 

○藤原部会長 

 今の話で、唐松の林の中に広葉樹が入ってきていると、段々針広混交林になってきているとい

うことですか。 そういう方向へ林野庁の方も、指導を今し始めているんですね。 

 複層林という形で。そういう場合には、今までは、人工林を造ってそして、下刈りということ

でね。広葉樹が入ってくると全部切ってたんですよね。それが、或る程度手入れが遅れた部分も

あるんですけども、これは全国的なあれなんですが、手入れが遅れてその間に広葉樹が入ってき

ている。そして、唐松の林がですね。針広混交林になってきてるというのは、栃木県の奥日光で

もそういう林が沢山出てきていますね。そのうちに、段々とその広葉樹が優勢になって、唐松が

変わってくる様な状況もこれからは起こってくるんじゃないかな。といふうに思います。 

 僕は、唐松の山は、皆伐して広葉樹を植えるなんて、全く考えていませんのでむしろそういう

ような移り変わりを少し、加速する為にね。唐松の間伐をするとかね。そういうことで、針広混

交林を出来るだけ早く造っていく方向を一つの考え方ではないかな。と思っています。 

 ということです。 

 他に何か森林ワーキンググループの質問ということでありませんか。 

 もしあればもう少し。はい、じゃあどうぞ。 

 

○宇治委員 

 宇治ですが。森林の直接の調査に関係ないと言えばないんですが、延長線上のですね。以前ダ

ム周辺の生態系の調査をされると。という話をお聴きした事がありますが、この内容についても

し事前に頂いている資料に配られていてですね。それを見れば分かるということでそれで結構で

すけど、もし無いとすればその状況を教えて頂ければありがたいと思っておりますが。 
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○藤原部会長 

 環境の問題についての、何か資料というものはどういうふうな形になっていますか。幹事会で

お願いします。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 環境調査に付きましてでございますが、当初はですね、町の資料とか、いろいろの文献等で調

査をしてた時期がございました。その中では、特に気象史とか、いろいろな無いというような事

で結果は出てるわけですが、平成１３年度県単の調査費で環境調査の秋と冬の分ですね。 

 ですから、春夏秋冬の４期をやらなければいけないんですが、取りあえず秋と冬の環境調査、

現場等はいったりいろいろした中で調査を実施した所でございます。 

 本年度、１４年度につきましては、夏の部分だけ県単の調査費で今、調査を実施致しましてま

とめ中にはいっていると。いうような状況でございます。以上です。 

 

○藤原部会長 

 はい。有難うございました。で、どうでしょうか。いいですか。 

 じゃあ、それは必要な時に見るなり、ということでしていきたいと思います。やはり、河川環

境の問題というのはですね。総合的な、治水利水を考える時にも、必要だとも思いますし、ご存

知とおもいますけども、１９９７年、今から５年前に河川法が改正になりました。その時にです

ね。これまで河川法１００何条かあったなかで、環境という言葉は一つも入ってなかったんです

ね。ですけど、１９９７年の河川法の改正の時の、第１条目的のところに、治水利水と並べて、

河川環境ということを書いてあります。 

 それから、第２条の時にですね。第１条の目的を達成する為に、うんぬんという事が書いてあ

りまして、環境問題というのはですね。河川を取り扱う上においては、治水利水と並んでですね。

河川環境の問題というのが重要な問題であるというふうになってきましたし、その９７年の河川

法の改正で河川の総合的な、ものについての判断というのは地元の方の意見も良く聞くようにと

いうふうな形になっておりまのでそういう意味でも、皆さん方からこの河川、特に駒沢川の治水

利水のあり方について、ご意見を頂く時には地元の方の意見。それから、それに対して、それと

含めてですね。河川環境の問題をお考え頂いて、この部会のですね。答申を作っていきたいと思

っておりますので、その点、ご協力頂きたいと思います。 

 他に何か、森林ワーキングのところで質問は。 

 今回限りではありませんのでそれでは一応森林ワーキングの報告というのはこれで一応終りと

言う事にさせていただきます。 

 次がですね。駒沢流域の論点整理ということで、今日再度多分お配りしていると思いますが、

前にお配りしました。２－２という資料をご覧頂きたいと思うんですけども２－２の資料の中に

ですね。検討委員会がまとめました駒沢流域の論点。というのの案というのがお手元にあると思

いますが、この論点の案とですね。それから皆さん方が前回、現地調査をなさったそのことを含

めてですね。これについてのご意見を頂きたいというふうに思っています。 

 まずこの、提起されました論点で何か疑問の点がおありになれば、お願いしたいんですが。 
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 いかがでしょうか。 

 今、２－２のところで、検討委員会で出しました論点整理があるんですが、さらにこれに付け

加えてですね。こういう問題もあるんじゃないだろうかということがあればですね、今、皆さん

からご意見を頂きたいんです。そして、その論点、追加する論点も含めてですね。整理をした上

で、事務局がですね提示させていただくという形になっていますので一応この論点の案に付け加 

 

える皆さん方からのご意見をお聴きすると事で午後の前半を休憩にしたいと思うんで、いかがで

しょうか。何か追加するような事がおありだったら、はい、お願いいたします。 

 

○根橋委員 

 根橋ですけれども。論点の１つとしてダムの規模といいますか、大きさですかね。この件なん

ですけども、１０キロ位南側に、町内には、横川ダムというのがあるんですけども、比較してい

ろいろ検討してみますと、集水区域は、駒沢ダムというのは、横川ダムの２８分の１位しかない

んですね。 

 ところが、総貯水計画量というのは、３分の１位あるわけですね。横川ダムというのは、１８

６万 m3 ですので、それに対して、５４万 m3 ですかね。ていう事で３倍近い貯水能力の規模の

ダムを造ろうとしている。非常に常識的に考えて、非常に過大ではないかと。計画自体がですね。

そんな点での論点で加えて頂きたい。ダムの大きさについて。 

 

○藤原部会長 

ダムの大きさ。こういう大きなダムは、妥当性ということについて議論したいということで。 

 はい。わかりました。他に、はい。 

 

○山本委員 

 ちょうど話が出たから私も、ここで出しておくんですが、ちょうど今から、一年前ですが、日

にちは覚えてませんが、私質問書をですね。県の河川管理課に出しました。それは今の話と、関

連するんですが、駒沢ダムの計画規模について、特に、問題になるのは、ダムの高さですね。高

さが流域面積と比較して大きいので、ものすごい規模が大きいからね。質問書を出したんです。 

 今もデータように、これは隣の横川川と比較すれば、一目瞭然、流域面積は、駒沢ダムの２８

分の１。ダムの高さは、１．２倍。横川より高いんです。 

 こういう大規模なダムが、造れるということを聞いて質問書を出したんです。どういうことを

根拠にして、その規模が決まったのか。ということです。 

 県には、河川課に出してあるんですが、回答は、上伊那建設事務所長藤本所長から回答がきま

した。前段はありますが、流域面積。回答の内容です。流域面積と堤高のダムの高さの両者の関

係は、直接の関係は、ございません。 

 洪水調節、水道用水の供給と、各ダムの目的に応じて、必要となる貯水量が算出されたんなら、

もう、既に出ているということです。必要なダムの規模が計画されている。としてい駒沢ダムの

場合は、洪水調節に必要な貯水量が１５万トン、１５万ｍ３。水道用水に必要な貯水量が６万�。
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河川維持用水や、水田のかんがい用水に必要な貯水量が、２８万ｍ３。 

 土砂を貯める為、貯める容量が５万ｍ３で合計５４万ｍ３の容量が必要だ。と、回答があったん

ですが、私、再度、質問しようと思ったんですが、この積算根拠が一つも示されていない。 

 それで、算出されているということですが、今日は、間に合わないにしても、それぞれこの回

答している貯水量ですね。貯水量の積算根拠を、この次まででいいですけども、いまでも出せる

所があったら出してもらいたいんですが、出してもらいたいということであります。 

 特に、私はさっきもちょっとでましたが、土砂を貯める容量が５万 m3/ｓ。７０年前に出来た

砂防ダムが、まだ満砂してないんです。７０年かかっても。森林はどんどん整備をされて、戦後

丸裸を植林をしていろいろやったんですが、そんな状況の時でも、あそこから土砂が出るという

な状況になってないんです。 

 当時の、５万ｍ３というのは納得がいきませんし、洪水調節の１５万ｍ３ここでも判りませんし、

それから先程のちょっとみましたよね。かんがい用水というのは、全然この論点整理の中には、

入っていませんから、どの程度必要なのか。水田も今休耕田が非常に多くなってきている。とい

う事でありますし、維持流量がどれだけ必要かということも、よくわかりませんので是非、それ

を明らかにして、論点に加えて頂きたいと思います。 

 

○藤原部会長 

 はい。今のお二人の問題では、ダムの問題ですよね。ダムの構造、その他についての質問、論

点ということですか。ダムの計画に対しての。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 宜しいですか。 

 ちょっと今の、お聞きする事務局でお話していいかどうかあれですけど、質問といわゆる、今

までの計画に対する質問というのか、論点というのか、その辺がはっきりしない感じがするんで

すが、その辺ちょっと議論して頂ければと。宜しいですかね。 

 

○藤原部会長 

 判りました。それは質問で論点は、ダムの構造についてということはいるんですか。どうでし

ょう。いいですか。 

 

○根橋委員 

 構造というか、大きさですね。計画されている規模。 

 

○藤原部会長 

 計画規模ですね。ダムの計画規模。妥当性について一つ論点にしてほしいという訳ですね。 

 それから今の質問として、論点の中にそういう問題を。はい、わかりました。 

 そうするとダムの規模についてというのを一つ追加してほしいと。いうことでいいですか。 

それから、ダムの規模の妥当性を論点にしてほしいということですね。 
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○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 すいませんが座長さんの方でご指名をお願いしたいと思います。 

 

○藤原部会長 

 はい、お願いいたします。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

今のダムの規模の、容量の根拠ということですか。 

大変すいません。それぞれ根拠を持った中での、積算をした中で出しておりますので、なかな

か一言で口頭。何に何ｍ３予定してるんだということは、言えるんですが、どうしてその数字が

出てきたんだということを、一口で言うことは出来ませんので、今ここでの形は、ちょっと言え

ないということで。 

 

○藤原部会長 

 はい、わかりました。次回はどうでしょうか。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 次回にですね。コンパクトにまとめた中で判り易い資料で提出したいと思いますが、宜しくお

願いします。 

 

○藤原部会長 

 はい、お願い致します。 

 そういうことで、定義して下さるそうですから。そうするとダムの規模の妥当性というのを論

点１つ加えると。ということで、その他いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○原 委員 

 治水対策の中でですね。基本点だけ申し上げますと、基本高水の先程の午前中の説明の中にで

すね。最大のあれが５２ｍ３／ｓでございましたよね。 

 それからもう１つは、ＪＲの橋の下のですね。流量能力といいますかこれが３６ｍ３／ｓそこ

に差があるわけですよね。３０分の１のあれでやった場合、そのときの差をどう埋めるかという

問題でダムという問題とですね。それから利水という問題は、さっき部会長また、改めて論議を

するということでございますから、治水の関係だけで私申し上げますと、その差をですね洪水対

策につながるんですけども、ここ中の論点整理の中にも、細洞ため池の活用だとか、何かを検討

したらどうか出ております。 

 これと、全く同じなんですけども、そういう論点をして行く為にですね。現状の細洞の状態で

ですね。たとえば、降雨パターンだとか、それぞれの中計算したいろいろ、パターンがあります

けど、非常に降雨が降った時には、こういう時にですね。どの程度がですね現状の細洞のあそこ
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では、どの程度吸収出きるのか。あれを最大限今度は、さらにですね掘ったり、広げたりだとか、

ということを現状の姿の中で、改善を加えると、その保水能力といいますか貯める能力がどの位

上がってくるのか。このことによって、洪水対策、治水対策という面が、非常に変わってくると

おもうんですよね。そこら辺をですね。ただ単に細洞の活用というだけの問題になくして、それ

に、その細洞の能力というのが、現状どうで、どれだけさらに、能力がアップが計れそうだとい

うね。ここら辺はですね検討する前には必ずデータが必要になると思います。 

 そういう意味でもう少し、突っ込んだ内容のですねそこら辺をご提示頂ければありがたいな。

と思うわけなんです。 

 

○藤原部会長 

 はい。論点のなかでね。５番のため池の活用というとこで、細洞ため池の拡張が可能かどうか。 

検討する必要がある。というのは、１つ論点の中に入っているのですね。それの検討するにあた

って必要なデータを出してほしいということで、論点の中では、ここでいいですか。  

 はい。追加ということではなくてこの論点の中で、そういう問題も資料として出してほしいと

いうことでいい訳ですね。わかりました。はい。 

 

○原 委員 

 論点整理じゃございませんけど、そのことによってですね。治水対策面でここまでが、細洞の

改良によってできそうだと。じゃ、それ以上の５２m3/s という問題に対して、細洞で吸収出来な

いものと、小野地区で一番困っている、利水面からみてダムが当初計画されたような大きなダム

までいく必要があるのか。あるいは、2 分の１の大きさでいいのか、３分の１の大きさでいいの

か、という論点に入っていけると思うんですよね。 

 

○藤原部会長 

 それは先程、新しく追加された、ダムの規模の妥当性ということに入るわけですね。わかりま

した。他に何か論点の中で、付け加えて議論したいというのがありますか。 はい。 

 

○牛丸委員 

 すみません。利水計画の方の論点に入ると思うんですけれども、最初に頂いた、大きい資料の

中の辰野町小野簡易水道事業における水需要についてのとこの計画で、取水路の現状と将来計画

があるんですけども、これで新規水源で５００m3/日これダムによる。ということですけども、

あと表流水はこれ２００m3/日は、牛首水源なのでこれは、飯沼とか藤沢の方の水になると思う

ので、これ抜かれると思うんです。ですから、駒沢地区ということは、新規水源と湧水の４００

m3/日だけで、行うという計画でいると思うんですけれども、これは町の計画なのか県の計画な

のか、ちょっと分からないんですけれども、それによると井戸水の方は、ヒ素検出による廃止。

ポンプアップの解消。ということでゼロになっているんですけれども、この湧水というのは、小

野①②水源からとる予定になってると思うんですね。この間見た限り、湧水ではあるけれども夏

場には、ほとんど表流水をそっちへ回してしまって、実際のところ湧水ではなくなっているとい
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うようなこともありまして、ダムをもし、造った場合にあそこは大規模な工事をして、コンクリ

ミルクなんか入れたりすると、地下水脈が変わると、ここで湧水が４００m3/日とれるかという

ことは非常に、大きな問題になると思うんですね。 

 特に、そこの時先日、河合さんだったかな。ご説明頂いた様に、アナバ沢のこっち側の上がっ

てた時に、左側の沢の水が伏流してあそこへ湧水ととして出で来ると、おっしゃってましたよね。 

 ということは、あそこの方は、ダムで要は、湛水した場合は、あの周辺は全部コンクリミルク

入れたりとかするでしょうし、あとは、林道で付け替え道路としたりすると工事が入るわけです

ので、ここで湧水の 400m3/日が取れるということは、大丈夫なのか。ということが、非常に問

題になると思うんです。 

 そうすると、皆さんおっしゃってるように、駒沢川というのは非常に水量の少ない川であると。

いうことですので、この駒沢川の水系だけで要は、500m3/日と 400m3/日ｓ、900m3/日取るとい

う計画になるんですけれども、それだけ水量が取れるところであるのか。というのが非常に問題

で、井戸のことの下町水源を廃止してしまうという計画ですけれども、井戸というのは、1 回止

めてしまうと、水が上がりにくくなる。ということを何かで読んだ事がありますので、もし、駒

沢水系 1 本に水絞ってしまうと、そこで何か事故があったりとかした場合に、ほんとに水が溜ま

らなくて、水が少ないという場合に、非常にちょっと計画としてはどうなのかな。という思いが

ありますので、そういったことも考えて頂きたいなとおもいますけども。 

 

○藤原部会長 

 論点整理として付け加えるのは、どういうのを付け加えれば。 

 

○牛丸委員 

 湧水が、400m3/日取るという計画は、これは県で計画を出してくださったんでしょうか。どこ

で出してくださったのか。 

 

○藤原委員 

 これは幹事会の方。町ですか。町の方で、そのことについての。 

 今、論点を追加してくださいと、申し上げてるんで。そことについては、論点の中に入った段

階で、町から説明して頂くということに。 

 

○牛丸委員 

 じゃあ、やって。 

 利水のとこの対策で、それも論点で入れて頂ければと思いますけども。はい。 

 

○藤原委員 

 そうすると、６のところで、それはやるということで、新しく論点整理と論点の追加というこ

とでなくて、いいですか。 
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○牛丸委員 

 はい。わかりました。 

 

○藤原部会長 

 そういうことで、その６の上水道計画のところで、水質・水源対策の検討の中で、それは取り

入れると。というふうにして頂くと。そのときには、町から説明をして頂く形になりますが。一

応論点の場合にはこれ中に、加えてやっていくということにします。論点の追加というのはあと

何かありますか。はい、お願いします。 

 

○河合委員 

 細洞ため池の。拡大等を含めての検討も含まれておりますので、その関連で断層の状況はどう

かなと。駒沢川ダムの付近については断層は無いと。５００ｍ以上離れているので、そういう話

は聞いているんですが、私が前回の現場調査の時に申し上げた細洞の、もう一つため池を造る。

というお話をちょっと申し上げたんですが、その関連で断層が絡んでて、あんなとこへ広げても

断層で危ないよと。いうような事態が発生したんじゃ困るんでね。断層の状況もちょっと検討し

ておきたいなと。こんなふうに思いますんでその辺をご提案申し上げたいと思いますが。 

 

○藤原部会長 

 はい。この部会の委員に地質の、松島さんて方が居るんですが、今日、郷士沢川の方が非常に 

煮詰まってて、たまたまこの間もそうなんですが、バッテングしちゃってるんでね。松島先生と

松岡さんも、郷士沢川の方へ行ってるんです。 断層の問題については、専門家がおりますので

その時に検討すると。ただ今、指摘されたんですがこの２番の論点のとこの２番目のとこで、流

域における断層を検証し、安全性を確認する必要がある。という項目がありますのでそこで議論

をすると、いうことでいいですね。はい。新しく追加ということではなくてここで議論をその分

がありますよ。ということのご指摘。というふうに受け止めます。わかりました。他に何かない

でしょうか。それではいま出された追加のとこですが、１つは、ダムの規模の妥当性について論

点の中に入れてほしいということがありましたので、それを１つ付け加えることと。もう１つは、

湧水の問題については６の水質・水源対策のところで取り上げるということで、新たに追加する

ということはしないと。その時に議論をすると。それから、２の洪水対策の効果の検証のとこの

２番のとこで、流域における断層検証し。とあるからそこのところで議論をすると。ということ

で対応していくということさせて頂きたいと思います。そういうことでここで１５分程、休憩い

たしまして、その間に事務局の方でこの論点を整理」して、休憩後に提示するということにさせ

て頂きたいと思いますので１５分。３時５分迄休憩を致しますので宜しくお願い致します。 

 

（ 休 憩 ） 

 

○田中治水・利水検討室長 

 それでは休憩前に引き続いて、審議をお願いしたいと思います。 
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 先程、部会長の方からご指示ありました休憩時間後に、論点についてまとめてお話するように

というのがありましたので、私ども事務局の方から申し上げたいと思います。 

 

○事務局（所 企画員） 

 それではお手元の方に、先程の論点ということの、追加ということで１１月８日追加というペ

ーパーをお配り申し上げました。 先程の審議の中で、１点の追加がございました。大きな項目

１～９番の中にはいりませんので１０番として、付け加えさせて頂きました。１０番として、ダ

ムの計画規模の妥当性についてということを追加させて頂きました。また、審議の中で河合委員

の方から、断層等の話がございました。代替案等、代替施設を検討するにあたっても、地質・断

層についての検証を行うべきだということで、これは２番の２点目にございますのでその中で検

討して行くということになりました。 

 それから、原 委員さんの方から、ため池の活用、これは治水・利水面でのことでございます

けども、この点については５番のため池の活用の中で審議をして行くということになりました。 

 それから、牛丸委員さんの方からですけれども、上水道の水源、現在ある小野１．２水源の湧 

水ですけれども、ダムによってどの様な影響があるか。というような論点が出されましたけれど

もこれは、６番の上水道の水源の対策のところで取り上げていると。というようなことでまとめ

させて頂きました。以上です。 

 

○藤原部会長 

 どうも、ありがとうございました。今のことで、何かご質問ありますか。論点整理それに付け

加えたものとして、いま事務局でまとめたんですが、これについての何かご意見があれば。 

 この整理した論点ごとにですね。今後、検討すべき課題を整理して行こうと思ってますが、そ

れでいいでしょうか はい。それで進めて行きたいと思います。 

では、次回迄にですね。この論点毎の課題という物を事務局方で整理して、次回からその課題

について議論をしていくというふうに進めてきたいと思います。次にですね、前回に出されまし

た資料請求がありましたが、この資料請求について事務局の方から説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

○田中治水・利水検討室長 

資料 10 から 11,12,13,14 とございますが、幹事さんの方から順次ご説明をお願いいたします。

よろしいでしょうか。 

 

○藤原部会長 

資料 10 ですね、原さんから請求があったものについて、これは伊那建設事務所よろしくお願

いします。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

駒沢川の改修につきまして説明させていただきます。配布資料の資料 10 をごらん頂きたいと
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思います、小野川を中心にした図面になっています、まずこの図面でございますが縮尺を 2500

分の 1 にまとめてあります、図面の右側が小野川でございます、真中に駒沢川が流れていまして 

右側が上流側でございます。図面の上側が塩尻側と見ていただければありがたいと思います｡この 

改修でございますが、昭和 52 年度から平成 10 年度まで 22 年間で施工した図面であります｡図面

の中に記載されてございませんが昭和52年から昭和56年度までは用地と補償の方を先行させて

いただきました、それの年度別にどこを買収したかというのは不明でございますので記載してご

ざいません。基本的には小野川の合流点から駒沢の上流にかけて施工をしているところでござい

ます。引き出し線の上の部分、川の下段に書いてございますが上に四角に囲ってございますが例

えば右側を見ますとＳ57 と書いてございます、これは昭和 57 年度とご理解いただきたいと思い

ます。上流に向かいまして平成 10 年度まで記載してございます。その下に数字ｍが書いてござ

います、上段が左岸の延長つまり河川とすれば上流側から下流側にむかいまして左側が左岸、右

側が右岸ということで言っております。上段が左岸の延長、それから下段が右岸の延長という事

で年度ごとの施工延長を記載しているところでございます。それから橋梁が 5 橋ほどございます

が、右上に橋梁施工年次と書いてございます、鉄道橋が昭和 59 年というかたちで最後の私道橋

まで記載してございます。この橋梁の位置につきましては、図面の中で矢印で橋梁の 

位置を示している所でありますのでよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

○藤原部会長 

どうもありがとうございました。このことについて、何か質問ありますか。原さん何か特にあ

りますか。 

 

○原 委員 

この資料事前に配布していただきまして見た結果ですね、この７百 5、6 十メートルの改修、

改善をしていただいた結果の後ですね、わりあい災害というのは、洪水災害は減っているわけで

すよね、この結果この改修工事の結果の現状の流水能力が３６ｍ3/ｓというかたちでいいわけで

すね。この現状の改修状況の中における現在の能力というのは。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

そのとおりでございます。 

 

○藤原部会長 

そういうことでいいわけですね。ありがとうございました。 

はい、じゃどうぞ。 

 

○河合委員 

この河川改修の工事現場私も見せて貰っているんですがね、これからこの図面で左側の上部の

方に昨年ですか災害復旧で同じような工事をしてあるわけですよね、あそこ約 300 メーター位で

すかあれは一応その河川改修の中へは含まれませんか。まったく同じようなフトン籠の工事をや
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っているんでね、ただし片側上流から見て左岸ですかそちら側だけやって、横断溝も伏せてある

というようなかたちでやっておられるのですが、将来的に見てやった部分については河川改修の

一部だよと、そいう理解を持っていいのかどうかその辺をちょつと知りたいなと思って。 

 

○藤原部会長 

どうですか。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

はい。その点につきましては、河川局部改良ということで全体の計画を持ったのがこの７６０

メートルの施工でございまして、災害は別に駒沢川の災害の履歴ございましたよねその中に載っ

ております、あくまでも国庫負担法にもとずきます災害で申請をして認められたものをおこなっ

ている、災害復旧を行っているということで、同じような施工なんですがこの河川局部改良の改

修とは異なるということでご理解いただければありがたいと思います。 

 

○藤原部会長 

いいですか、何か他にあればこの資料 10 について質疑ご意見があれば．．。又あった時にいた

だきますが、次に資料 11 について牛丸さん、根橋さんから請求があったわけなんですが、これ

も伊那建設事務所でお願いいたします。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 はい、ご説明します。資料１１をご覧頂きたいと思います。 

駒沢川と同様に、昭和４２年以降について災害の経過を調べて観たところです。その中で各年 

毎に災害の概要、災害の年月日でございますが。これをご覧頂きたいと思います。 

 ただ、駒沢川の災害年表の中で災害額が記載してございます。公共土木災害にいくらというこ

とで記載してございますが、駒沢川の場合は、昭和４２年に起きた災害を、平成１１年。つまり、

昭和４２年に起きた災害を、災害費ですね。これを物価変動にスライドしまして、平成１１年に

はいくらになるんかという数字で駒沢は載っているわけでございますが、この小野川と飯沼川に

つきましては、災害の起きた年の被害額ということで物価変動は、見込んでございませんのでご

了解をお願い致したいと思います。 

 尚、災害費はですね。公共土木施設災害復旧事業国庫負担法により申請をした額でありまして、

認められた額が載っていると。いう形でございますので宜しくお願いします。以上です。 

 

○藤原部会長 

 はい、どうも有り難うございました。質問請求をなさった牛丸さん、何かあります。 

 

○牛丸委員 

 この間の時に、どの辺がどんな被害だったのか、具体的にどこか地図に落として下さるという

話だったんですけどそれはどちらに。 
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○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 大変古い話でございまして、図面にたとえば、今駒沢川の資料１０で説明したように、そうい

う図面を使っても、最近のものは分かるところもございます。 

 それから、古い場合には、調書上みても位置が不明という形でございまして、とてもわからな

ものですから落としを省略さして頂いたと。努力はしてみたけれども結果的に不明であると。と

いうことでご了解を頂きたいと思います。 

 

○藤原部会長 

 はい。いいですか、牛丸さん。 

 

○牛丸委員 

 すみません。最近のが、いま分かるとおっしゃったんで、平成元年が２つと、平成１１年があ

るんですけど、これぐらいだとわかりますかね 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 うちの方で、書類の保存が５年間ということで例えば災害復旧した設計書も５年保存でござい

ますので、平成元年は、焼却処分ということでなっておりまして不明であると。 

 平成１１年はですね。農地の浸水ということで、０．１ｈa ということで、建設事務所で行っ

ている公共土木施設の災害というのはございませんでしたので、記載できない。という形でござ

います。 

 

○藤原部会長 

 いいですか。 

 

○牛丸委員 

 ここに公共土木施設災害額というのは、そちらの関係のあれじゃないとですね。０．１ｈa。 

そうですね。そのあと、公共土木施設災害というのは、これはじゃあ何でしょうか。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 平成１１年には、公共土木災害費はございませんので。 

 

○牛丸委員 

 資料がちがうね。資料１１ですね。これは小野川ですよね。あ、駒沢川の方の洪水被害の方に。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 平成１１年の災害は、先程、河合委員さんがおしゃっられました。今の改良の７６０ｍの上流

で災害復旧を行ったという箇所が、平成１１年の災害復旧を復旧工事を行ったという箇所でござ
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います。 

 

○牛丸委員 

 わかりました。 

 

○藤原部会長 

 はい。根橋さん。 

 

○根橋委員 

 根橋ですけれども。ただ今の説明で頂いた資料でよく分かったんですが、その災害金額の算定

が、先程のご説明ですと駒沢川のこの金額というのは、当時のものではなく、現在の物価スライ

ドでしたとかということの説明があったわけですね。 

 そうなりますと、どういうふうに計算されたか分かりませけれども、たしかに頂いたものです

けども比較してみた、所矛盾点があったものですからおかしいな。と思ったんですけども、今の

説明で分かりましたが、そうしますとこれは、当時の金額をそのままやりますと、かなり低い金

額になるわけですね。駒沢川の今出されて入る。今まで出されている被害額というものは。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 昭和４２年の災害を、小野川と飯沼については４２年当時の単価で災害復旧をやっております

ので、現在の１１年までスライドしてないものですから、駒沢川の方が高くなっていると。とい

うように解釈していただければ宜しいかと思います。 

 小野川と飯沼川は、当時の申請額と。いうことでございますので単価の物価のスライド分だけ

変わっているということでございます。 

 

○藤原部会長 

 スライドはさせてないということですね。いいですか。はい。 

 資料１１についての質疑はそれで一応、終わったということに致します。 

 次に、資料１２についてですが、この資料１２についてもこれも伊那建設事務所の方からお願

い致します。これについては、詳細の資料をということだったんですけれども、これは、別途貸

し出しということですか。そうではなくて一応、整理をしたのは資料１２として出しているとい

うことですね。お願い致します。 

 

○伊那建設事務所 岩松管理計画課長 

 説明をさせて頂きます。まず、資料１２を、ご覧頂きたいと思います。観測期間は、昭和３１

年から平成１１年までの４４年間の資料であります。各年度の観測地点でございますが、先程午

前中に委員さんからお話がありました駒沢の近くの、川島それから奈良井それから小野という観

測地点３箇所でございます。この点を使ったのは、川島観測所が昭和４９年までの観測しか行っ

ておらないという形でございます。それから、３番目の小野の観測所でございますが５１年から
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観測を始めたという形でございまして、１番近い所の小野観測所を使用したと。昭和５０年だけ、

無いものですから、一番近い所の奈良井の観測所を使ったということでございます。その中で、

雨量降雨が、計画雨量が１７１と午前中の説明の通りでございます。裏面をご覧頂きたいとと思

います。すいません。今日、こちらへきたあの 差し替えで大変すいません。差し替えて頂いた

資料でございます。宜しくお願いします。この４４年間には、これ以上の降雨もございますが、

抽出した雨量ということで各年の最大の降雨と、雨量実績が計画降雨量、つまり、１７１ｍｍ、

２４時間１７１ｍｍの２分の１程度以上となる降雨を９２の降雨を記載させて頂いているところ

でございます。その中で、米印、たとえば１番、２番、４番というように米印がついております

が、これは左方についてます１年間の最大の雨量ということで記載をしているとこでございます。 

 それから、雨量の詳細なデータということでこの間、請求があったとこでございますが、この

間の詳細なデータ。私が今、持ってます。ファイルのこの中に、挟まっております。これを部会

のほうへ、部会長さんのほうへ提出したいと思いますので宜しくお願いしたいと思います。 

 

○藤原部会長 

 どうも、ありがとうございました。今日、差し替えになった資料１２というのの、裏もご覧頂

きたいということであります。それから、今、伊那建設事務所の方からありましたけれども、詳

細な資料というのは、結構、こういうふうなものなんですね。ですから、山本さんこれ必要な場

合にご覧になって頂くということで、これを全員に配るといっても、量だけが多くなると思いま

すので、そういう処理を取らさせて頂きます。 それから、資料の１３として駒沢川の流況とい

うことで、矢ヶ崎委員から請求があったものなんですけれども、今日は、請求された矢ヶ崎さん

がお出でになっていませんのでこれは次回に、報告をして頂くと。これは河川課がすることなっ

ているんですけども。いいですか、それで。資料請求なさった方が、お出でになってないので次

回にお出でなった時に、して頂くということで、今回は見送りますので。はい。次に、資料１４

なんですが、小野地区水源電気探査についてということで、原さんのほうから資料請求があった

ので、これは辰野町の方から説明をして頂きたいと思います。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

 それでは、資料請求がありました、小野地区の水源電気探査ということで、資料を添付して参

りました。これにつきましては、平成３年１２月に調査をしているということで、１ページに調

査概要が載っております。小野地区内の４つの地区、中村、春宮、にれ沢、大沢の４地区につい

て電気探査をしたという報告書でございます。内容に付きましては、部員の先生方の中で、専門

家が居ると思いますので、内容説明については私の方から省かせて頂きますけど、これが電気探

査の概要でありまして、１５ページに考察ということで調査決果の要約ということで、１５ペー

ジに取りまとめてあります。この辺、ご参考にお願いしたいと思います。 以上です。 

 

○藤原部会長 

 どうも、ありがとうございました。このことについて、質疑をしたいと思います。何か、この

ことについてご質問があれば、特に、原さんの方から何かありますか。 
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○原 委員 

 考察の中に出ておりますけれども、この調査の結果でいくと、地下の水利用可能なとこという

のは１番候補地のなるのは、春宮地区ということが載っておりますよね。１分間に５０リットル

ぐらいですか。春宮地籍の調査結果でいくとその中に１分間に５０リットルぐらいの水脈があり

そうだと。ある意味では、一番ここが有望だという風にですね、読んだ範囲ではそういう理解を

しておりまして、あとのところはあまり地下水として利用していくには、すこし問題があると、

深さの関係で問題もありますよというような点で、単純的に理解するとそういう捉え方をした訳

ですよ。じゃその春宮地区というのはですね、これ実際に１分間に５０リットルというのは量的

に、ちょっと私、数量でよく分からないんですけど、どの程度の規模の水脈になるんですか。何

立方メートルだとか。 

 

○藤原部会長 

 町のほうでは、今の原さんの質問に対して。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

 １５ページに春宮地区のが載ってまして、１分間に４００リットルですので、４００リットル

を６０倍して、それの２４倍という計算になります。今、計算機を持ってきておりませんので、

計算機があれば。 

 

○原委員 

 もっと単純にお互いに理解できることを言いますと、下町水源。下町の深井戸水源というのが

前に出てましたよね。この深井戸水源の能力とこの春宮水源の能力とは、３分の１ぐらいの状態

なのかどうかと、そんな形で説明してもられば一番分かりやすいんですよ。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

 春宮が毎分４００リットルで、下町の水源も揚水試験をしてございます。下町水源が毎分９５

０リットルということで揚水試験をしてあります。ですから、約半分弱ということですね。 

 

○藤原部会長 

どうでしょうか。 

 

○原委員 

 水質というのはこの検査では分かりませんね。 

 

○辰野町 桑沢水道課長 

当然、ボーリング調査をしまして、ポンプを入れましてその中で揚水試験、それからその水質

を検査しまして、水質を検査しなければ飲料水として適か不可かということは電気探査だけでは
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分かりません。 

 

○原委員 

はい、分かりました。 

 

○藤原部会長 

この涵養面積１.８平方キロメートルというのを、他のほうの涵養面積は広いけれども、この

春宮の涵養面積が小さいとすると涵養量というのはどうなんでしょうか｡ 

分かりました。今日、資料請求があったことことについてはこれで原さん、いいでしょうか｡ 

今、資料１４について出して頂きました資料についての質疑はこれで終わりという風にいたし

ます。 

これで今日予定していた議事というのは、一様終了したんですが、何か他に今日の中でご意見

もしくは質問がおありでしたら、出して頂きたいんですが、如何ですか。 

はい、お願いします。 

 

○矢島委員 

質問ではないですけれども、昨年の９月の県の検討委員会の席で、小野は地下水が豊富なこと

で有名だと、こんなようなお話が出ておりましたので、心外に思いまして、あそこは霧訪山の東

側に位置する北小野へ出ている水を小野とこんな風にお考えになって話されたんではないかと思

いますが、霧訪の東側、ダムはその裏の西側なんですけど、東側に降った雨水が下の北小野の大

出宮の前、あそこら一体へ地下水となって自噴致しましてね、あそこら辺は、そこらじゅうに家

で池があったり、洗い場があったり、また、側溝に水が流れる。我々がみても北小野は地下水が

あるんだなと感じます。ですけど、郡境を挟んでこっちの小野のほうに来ますと、霧訪の東側か

ら少し離れておりますので、池もないし、地下水の自噴もない、もちろん、側溝に水も流れてお

りません。地下水が豊富な小野と検討委員会で言われているということをちょっと心外に思った

ものですから、質問でもないんですけど、ちょっと、お聞きしたいと思いまして。 

 

○藤原部会長 

 検討委員会で、松島さんが何か・・ 

 

○田中治水・利水検討室長 

 ９月と言いましたね。記憶がはっきりしていないんですけど、そういったご意見が出されてお

れば。 

 

○藤原部会長 

 議事録を調べまして、発言した方に確認はできますね。 

 

○田中治水・利水検討室長 
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 そういうご意見があったということをお伝えする形で宜しいでしょうか。 

 

○藤原部会長 

はい、牛丸さん。 

 

○牛丸委員 

今のことに関連してなんですけど、小野は地下水が豊富だということを私もそう思っているん

ですよ。それはどうしてかって言うと辰野町史を見ますと塩嶺トンネルが開いたときに、塩嶺ト

ンネル出水対策水文調査報告書というのが１９７９年に明治コンサルタントというところで書い

ていらっしゃるようで、これ町史のコピーなんですけど、そのときは、塩嶺トンネルの方の塩嶺

類層という地下水盆とこちらの小野川より西の湧水という水脈とは異なると書かれているんです

よ。調書のなかにはそんな形で出てて、その塩嶺トンネルを掘ったから小野の水が枯れたという

だけではないといったことが町史に書かれているもんですから、そういったことからも、これを

地質の専門家の先生の話を聞いたほうがいいかとも思ったんですけども、一様、町史のなかにも

そういうことがあって、小野川をはさんで西側と東側の地層が違うと、東側は霧訪山からの扇状

地の地下水であって、西側のほうは塩嶺の水盆というか水の入ったお盆のようなところらしいん

ですけれども、そこの水だということが町史の中にも記述がされているもんですから、もし、こ

れが参考になるようでしたら、町のほうでもコピーして頂ければ辰野町史の３９ページから５０

ページにかけて小野の地層のことを調査した結果ということが書かれています。参考までに。 

 

○藤原部会長 

それをコピーして頂くかどうかはこちらのほうで検討させて頂いた上でということにして。 

神戸さん。 

 

○神戸委員 

実はね、松島先生が小野でなく、北小野へ、昨年のいつだったか、霧訪水系の講演会を行った

訳、私のほうへも聞きに来てと要請があったけども、ちょっと都合で行けなくて、その様子をち

ょっと出席した方からお聞きしたりしたんですけれども、そのときの松島先生の説としては、霧

訪水系の水は伊那谷へ流れずに諏訪のほう、塩嶺トンネルのほうへ流れてるというような話をし

たそうです。だから、塩嶺トンネルを掘ったら多量の出水をしたんじゃないかと地域の皆さんと。

そのために、小野のほうの水がみんな向こうに流れたために、小野の家庭の井戸がほとんど枯れ

てしまったというような現状です。それでそのときに、塩嶺トンネルの出水で当時の国鉄へお願

いして今の終末水源も恐らく掘ったんじゃないかと。それから、にれ沢井もいくつか掘りながら、

水を求めていたというのが実態だと思います。 

ちょっと、私、松島先生の講演に出なかったので定かじゃないけれども。出席した方に聞いた

らそんなようなお話をされていました。 

 

○藤原部会長 
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下町水源を掘削した契機になったのが、塩嶺トンネルだという話は、私も松島先生から聞いた

記憶があるんです。それから先ほど矢島さんがおっしゃったことも多分、検討委員会で、定かじ

ゃないんですが、ものの論点整理の中でそういうような話を松島さんがなさったような記憶があ

りますが、確かじゃありませんのできちんと確認したうえで、もし、松島先生だったら松島先生

はここの委員なもんですから、次回出てきて頂いたときにそこのところをよく説明して頂くと。

もし他の方でしたならばその方から意見を聞きまして、次回のときに報告をするという風にして

させて頂きたいと思います。 

他に何か今日の部会のなかで質問、もしくはご意見がありましたら、時間がありますのでお聞

きしたいんですが。事務局の方からお願いします。 

 

○事務局(所 企画員) 

それでは、次回までに提出する資料等についてご確認させて頂きます。 

まず、１つ目ですけれども、宇治委員、原委員等から出てきているんですけども、ヒ素の話、

下町水源のヒ素の話でございますが、人体にどういう影響があるか、それから基準値の決め方、

もしくはその決め方について、どんな実験で、動物実験のやり方だとかそういうようなこともで

きるだけ詳しく資料にして頂きたいというようなことがございました。これについては食品環境

水道課のほうで取りまとめて頂くということで宜しいでしょうか。 

それから、牛丸委員さんからの出ておりますけれども、下町水源の水質検査の結果一覧表とい

うことで、これはヒ素が出るころからということで、そのデータを出して頂きたいということで

す。これは町のほうで宜しいでしょうか。はい、お願いします。 

それから３番目に農業用水のこれから使う量のことでございます。これは根橋委員さんのほう

からございました利水ワーキングへの依頼ということでございましたけれども、この点につきま

しては建設事務所等で把握している部分が多いと思いますので、とりあえず幹事として建設事務

所さんと地方事務所さんとも絡むと思いますけれども、打合せをしながら次回資料として提出さ

せて頂きたいと思いますけれども、宜しくお願い致します。 

続きまして、宇治委員さんから出ています洪水の到達時間の関係ですけれども、先ほど河川課

のほうから一応、口頭で説明がございましたけれども、一覧表でということで、次回までに一覧

表を河川課のほうでよろしいですか。お願い致します。 

それから、山本委員さんから出ましたけれども、現在、計画されている駒沢ダムの貯水量、そ

れぞれ目的別の貯水量がございますけれども、それぞれの積算根拠を出して頂くということで、

これは伊那建設事務所さんで宜しいでしょうか。宜しくお願いします。 

以上、大きく５点でございます。 

 

○藤原部会長 

どうもありがとうございました。今、事務局のほうで整理されたんですけど、以上の５点につ

いて次回までに資料を提出するということで行っていきたいと思います。今日の資料１３のとこ

の駒沢川の流況についてということについても次回説明をして貰うという風にしていきたいと思

っています。 
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次なんですけども、今後の日程ということなんですけれども、次回は１１月２１日の木曜日、

午後１時から５時まで。小野農林研修センターで行います。ということです。ただ、この通知は

後述いたしますけれども、駐車場が少ないので出来るだけ自家用でのご来場はご遠慮下さいとい

う事務局からの要望がありますので極力、自家用車でのご来場は避けてください。万一の場合は

相乗りか何かでとかでお願いしたいと思います。 

それから、その次の日程なんですが。、１２月２日の月曜日。場所についてはこれから詰めま

すけども、一応、１２月２日の月曜日１時から５時まで。それからあとはまだ確定はしていない

んですけど、１２月２４日の火曜日。それから１月１０日の金曜日。それと１月１６日木曜日。

それから１月２７日の月曜日。で、ここら辺までを一応、今は考えております。実際は、大変申

し訳ないですね。それこそ月３回というような強行軍な訳ですね、だからもしあれでしたら、朝

からやるということも考えなければならない訳なんですけど、どちらのほうがいいでしょう。朝

１０時から始めて５時までに詰めてしますと、そうすると３回が２回になる可能性があるんです

けどいかがなものでしょうか。皆さん、このことについてご意見を頂けないでしょうか。１０時

から始めて５時までやれば２回で済む。それを１時からということになると３回になってしまう

訳ですが。 

 

○神戸委員 

 １日朝から晩までとなると、だいぶ年功の方もおられるんで、１日朝から晩までとなると精力

に大変な部分もあるんで、出来れば午後３回に分ける、そのほうが私はいいと思います。 

 

○藤原部会長 

回数は増えますけど、会議っていうのはせいぜい３～４時間がいいとこじゃないかなとは私も

思っていますので、他のところは９時からやったというところもあるんですね、９時から５時ま

でとか、１０時から６時までというのもあるんですけど、１時から５時までと５時がずれること

はあるかもしれませんけど、そういう程度で考えるということでこれから進めて行きたいと思い

ます。１ヶ月３回になってしまいますけど、１月の２７日ぐらいがここでもって検討委員会へ報

告する取りまとめをしたいと、１６日が公聴会。はっきりとは分かりません。だいたい取りまと

めの前に公聴会をして皆さんの意見を聞いた上でそれを踏まえて、取りまとめをするという風な

やり方を各部会がやっておりますので、公聴会が入りまして、そして、取りまとめという形にな

ります。一応、今申し上げましたような日程、１２月３回、１月３回で第７回で取りまとめが出

来ればという風に思っていますけれども、これもだから１月の２７日までに全部まとめようとい

うことでは進めないようにします。場合によっては、むしろ議論がきちんとできたほうがいいと

思いますので、そういうようなことをやって行きたいと思います。今のところでどうでしょうか。 

１１月１回、１２月２回の日程でご了解頂けるでしょうか。 

 

○河合委員 

 前回頂いた日程表の資料では１月１０日が公聴会になっていますが、公聴会はまた別途という

理解でいいですか。 
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○田中治水・利水検討室長 

公聴会はある程度、審議が進んできて地元の方に提示できる状態になりますと公聴会を開いて

ご意見を聞けることができるんですが、当初１月中くらいに進めていくというお話でございます

のでそのころになるかと思うんですが、まだ、今の段階ではあまりはっきりした形では、いつ公

聴会ということは難しいんですが。 

 

○河合委員 

 先ほど、部会長がおっしゃられた１月１０日は部会であるという理解でいい訳だね。 

 

○藤原部会長 

今の話で、もしかしたら公聴会になる可能性もある、というのは１２月の２４日までにある程

度こちらのほうから皆さん方に提示できるような案がまとまれば、公聴会にそれをおかけすると

いうことは出来ると思うんですけど、それが出来ないと公聴会が遅れるということになります。 

他に何か。 

今日は５時まで予定しておりましたけど、４時前ですけども、今日予定していました議事はこ

れで終了ということになりました。どうも、議事進行に対して皆さんのご協力ありがとうござい

ました。今日はこれで終了致しますので宜しくお願い致します。 

 

（ 終了 １５：５０ ） 

 


